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政府・東京電力統合対策室合同記者会見 

 

日時：平成２３年１２月１２日（月）１６：３０～２０：２７ 

場所：東京電力株式会社本店３階記者会見室 

対応：園田大臣政務官（内閣府）、森山原子力災害対策監、山形原子力安全

基準統括管理官（原子力安全・保安院）、茶山、植田（原子力被災者

生活支援チーム）、伊藤審議官（文部科学省）、加藤審議官（原子力

安全委員会事務局）、武田室長（厚生労働省）、松本本部長代理（東

京電力株式会社） 

＊文中敬称略 

 

 

○司会  

 それではただいまから政府東京電力統合対策室合同記者会見を開催させてい

ただきます。本日細野大臣は公務のため欠席させていただきます。あらかじ

めご承知おき願います。それでは園田大臣政務官より挨拶及び冒頭発言がご

ざいます。 

 

＜冒頭あいさつ＞ 

○園田政務官 

それでは合同記者会見始めさせていただきます。本日もお忙しい中お集まりを

頂きましてありがとうございます。私から宿題で 2点お答えさせていただきたい

と思います。まず皆さま方のお手元に農林水産会議、1枚物で裏表の資料をお配

りをさせていただいておりますけども、先日の記者会見の中で放射性物質が、と

りわけセシウムでございますけれども、土壌にたまるのが大体 2.5 センチから 5

センチ以内という環境省からのお話がございましたけれども、これ実証実験で出

ていたということでそのようなお答えをさせていただきましたら、そのデータは

どこにあるかというお問い合わせでございましたので、この農林水産技術会議の

ホームページがございます。これは農林水産省から貼っているわけですが、ここ

の 1番下のところに別添の 4、各技術についての解説というところの PDF を開い

ていただきますと、裏面に添付をさせていただいているように、この農地土壌汚

染に関する基礎的知見というのが出てまいります。そこの(1)で、放射線セシウ

ムは耕起していない農地土壌の表面から 2.5 センチの深さに 95％が存在してい

るという知見が得られたということで、これがその内容でございます。また追っ

てホームページをご覧をいただければと思っています。それからあと、回答する

記者団の佐藤さんからご要望ございました、共同記者会見の区分毎の参加人数を
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調べて欲しいということで、ご要望がございました。後ほど会見場入り口のとこ

ろでご関心のある方はお取りをいただければと思っているんですが、12 月 1 日

直近からご要望のあった 12 月 1 日以前に遡りまして可能な限り出してみたとい

うところがございます。区分 1から区分 9に至るまでの間で大体この参加されて

いらっしゃる方がどういう割り当てになっているかというところを示したグラ

フがございますのでそれをご参考にいただければというふうに思っています。私

からは以上でございます。 

 

○司会 

それでは式次第に従って進めさせていただきたいと思います。まずは環境モニ

タリングの状況についてです。まずは東京電力からの説明となります。 

 

＜環境モニタリングについて＞ 

○東京電力 

 東京電力の松本です。それでは環境モニタリングにつきまして 4件ご報告させ

ていただきます。まず 1 件目は空気中の放射性物質の核種分析の結果です。資

料のタイトルは「福島第一原子力発電所敷地内における空気中の放射性物質の

核種分析の結果について第 262 報」となります。ページをめくっていただきま

して、福島第一原子力発電所の西門、それから第二原子力発電所のモニタリン

グポストの 1 番の昨日のサンプリング結果はいずれの地点も ND、検出限界未満

という状況でございます。続きまして、海水の状況です。資料のタイトルは「福

島第一原子力発電所付近における海水中の放射性物質の核種分析の結果につい

て第 255 報」でございます。ページをめくっていただきまして 1 枚目の裏面に

沿岸部の 4カ所、それから 2枚目の表面に沖合のサンプリング地点、それから 2

枚目の裏面になりますが、沖合の追加調査という形になっておりますが、これ

は先日発生いたしました蒸発濃縮装置の方から 150 リットルほど水が漏れた件

で、追加サンプリングを行ったところでございます。12 月 10 日のサンプリング

地点で主要 3 核種の測定データが出てまいりましたのでご連絡させていただき

ます。いずれの 4 地点とも検出限界未満という状況でございますが、今後、ス

トロンチウムの測定を行う予定にしております。続きまして、同じく海水にな

りますが茨城県沖の状況です。資料のタイトルは「宮城県沖における海水中に

おける放射性物質の核種分析について続報 11」でございます。ページをめくっ

ていただきまして宮城県の沖合 6 地点でのサンプリングの結果となります。上

層中層下層の測定を行いましたがいずれも ND、検出限界未満という状況でござ

います。4点目ですが、海底土のサンプリング結果です。資料のタイトルは「福

島第一原子力発電所沖合における海底土の放射性物質の核種分析の結果につい
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て続報 48」でございます。ページをめくっていただきまして、12 月 10 日のサ

ンプリングは請戸川沖合の 15 キロ地点、それから福島第一の沖合 15 キロの地

点、それから福島第二の沖合 15 キロの地点の 3カ所になります。ご覧のとおり

セシウム 134 と 137 が検出されておりますが 2 枚目に経時変化をグラフ化して

いますが、大きな変動等は見られておりません。東京電力からは以上です。 

 

○司会 

 次に文部科学省からの説明となります。 

 

○文部科学省 

文部科学省の伊藤でございます。環境モニタリングの結果について 2種類資料

をお配りさせていただいております。まず全国的な状況ですけれども、都道府県

の放射能水準調査、定時降下物、上水については特段の変動は見られておりませ

ん。発電所周辺の状況ですが、空間線量率、積算線量結果、ダストサンプリング、

それから福島県において行っておりますモニタリング結果、固定測定点における

積算線量結果、これらについても大きな変動はありません。それから海域の調査

ですけれども、福島第一原子力発電所周辺の海域モニタリングの結果について、

これは発電所の前面海域 4ポイントのサンプリング結果ですが、セシウムが検出

されていますが過去のレベルと同等でございます。それから 10 番 11 番について

は、先週東京電力からも発表がありましたが、周辺海域のストロンチウムの結果

について、これは資料 10 ですが、ストロンチウム 90 で 2.6Bq/L という数字が出

ていますが、おおむね一月前に行ったサンプリングと同等、又は微減という状況

にあります。それから海域モニタリングの結果のうちプルトニウムについて、資

料番号11ですが、こちらも毎月ほぼ1回サンプリングされておりますけれども、

ポイント 7、8 における測定結果は検出限界未満となっております。それから、

資料の番号で 12、海域モニタリングの海底土の結果ですが、これは 12 月 10 日

に採取したものですが、セシウムが一部検出されておりますけれども、これも前

回と同等、又は減少傾向という状況にあります。以上です。 

 

○司会  

 次に原子力安全委員会からの説明となります。 

 

○原子力安全委員会事務局 

原子力安全委員会事務局の加藤でございます。私からは環境モニタリング結果

の評価についてということで、本日付の原子力安全委員会の 1枚紙、裏表にコピ

ーしてございますものと、参考といたしまして 1枚目が福島県の地図になってお
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りますものを用いて説明いたします。 

まず資料の 1の空間放射線量でありますけども、今回は 12 月 8 日から 11 日に

公表されたものについてやっておりますが、空間放射線量ですが、今回は 20 キ

ロ圏内の空間放射線量の結果も入っておりますけれども、それを含めまして大き

な変化はないという状況であります。資料の 2の空気中の放射性物質濃度であり

ます。参考資料でいきますと、10 ページから 13 ページにかけまして、これは福

島県の方で測定されたデータでありますが一番上の 1番のポイント、福島市杉妻

町では日によってセシウムが検出されておりますけども、濃度限度を下回ってお

ります。ヨウ素 131、その他の核種はいずれも検出限界未満であったという状況

であります。 

資料の 4の環境試料であります。1枚目の表面の 1番下に海水中のセシウムの

検出結果が出ております。参考資料でいいますと 22 ページから 25 ページに掛け

てでありますが、1番から 4番の発電所に比較的近いポイントを中心に検出され

ているという状況でありますが、値は濃度限度を下回っているということであり

ます。その他のポイントでは検出限界値未満でありました。それからさらにお手

元の参考資料の 26、27 ページをご覧いただきますと、今文科省からもお話があ

りましたが、海水中でのプルトニウムの検出結果であります。27 ページの地図

に示されているような地点で検出限界未満であったということであります。この

検出限界値がまだバックグラウンドに比べて、事故前の日本近海でのプルトニウ

ムのバックグラウンドに比べて 50 倍ぐらいのオーダーですので、この検出限界

からは今回の施設の影響の有無は判断出来ないと考えています。資料 28 ページ

にまいりますと海水中のストロンチウムの分析結果でありまして、そこの紫色、

それから 1番右の緑色の字のところがストロンチウムの数字でありまして、大体

2ヶ月前に採取されたものとほぼ同程度のオーダーであります。短半減期のスト

ロンチウム 89 が出ておりますので今回の事故の影響と考えられます。それから

今回はセシウムの数値も書いてあります。前回ですと ND となっていましたけど

も、セシウムの検出限界を下げる努力をした結果です。資料の 29、30 ページは

海底土中のストロンチウムの検出結果でありましてご覧のような数値が出てお

りまして、約 1ヶ月前の前回とほぼ同じオーダーです。最後、資料の 5の全国の

放射能水準調査でありますが、参考資料の 39 ページから 42 ページに掛けてご覧

頂きますと、宮城県のところでセシウム 137 が 1Bq/ kg と出ています。これは先

週木曜日にご報告したものでもそのようになっておりましたけども、宮城県の場

合は日々測るのではなく一定期間内に県内の複数の箇所で測定したものに基づ

いてデータが掲げられるというやり方になっておりますので、次のデータセット

が出てくるまではこの形で載るという状況でございます。環境モニタリング結果

の評価については以上であります。 
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追加で二点ご報告申し上げたいと思います。まず一点が、本日の午後開かれま

した原子力安全委員会の定例会議におきまして、原子力安全・保安院の方から、

いわゆる施設運営計画にかかる報告書その 1 に対する保安院の評価結果という

のが報告されました。これにつきましては、保安院の方での検討の過程でも何度

か事前に説明をお伺いし、意見なども述べていたものでありまして、その経過に

つきましては、本日中にその経緯メモをホームページにアップしたいと思います。

本日の会議では、何点かクラリフィケーションの質疑が行われた後、最後、班目

委員長から 3点の取りまとめが行われております。1点目としては、今後 3年間

程度を通じて、追加的措置を含め、更に安全確保に万全を期していただくことが

重要であるということ。2 点目は事前説明の際にも申し上げてるんですけども、

通常時に保安院が行っている検査であるとか、運転管理についてどうするかにつ

いて、整理を行っていただきたいということ。3点目としては、今回の施設運営

計画では、異常時などを想定した安全評価が行われておりまして、福島第一発電

所に関して、避難が必要となるような事態は、非常に低いというふうに思われま

すけども、今後、応急の措置を講じていく中では不具合、トラブル、こういった

ものが起こりうるというふうに十分考えられますので、保安院においては、しっ

かりと監視、確認、東電に対する指導を行っていただきたいというものでござい

ます。 

もう 1点のご報告は、SPEEDI に関するものであります。3月 16日以降の SPEEDI

の運用の関係で、原子力安全委員会に対して、計算依頼があったものはどれかと

いう質問が以前ございまして、私の方からは 3月 21 日と 27 日に、保安院の方か

らあったもののみではないかと思われるというふうに、従来お答えしてたところ

であります。先週の木曜日の統合会見では、森山対策監の方から、4月 9日、10

日に出力された SPEEDI の計算は、安全委員会経由で原子力安全技術センターに

依頼したものであるというお答えがありまして、私どもの方でも、そのエビデン

スを確認いたしました。この 4 月 9 日から 10 日というのは、保安院のホームペ

ージ見ていただきますと出ておりますけども、単位放出ですけども 10 ケースほ

ど行われておりまして、一つ一つについて、放出の時刻、それから予測をする時

刻幅が一つ一つ違っておりまして、複雑な発注になっておりましたが、これにつ

きまして 4月の 7日から 8日に掛けて保安院の方からきちっと資料をもって、そ

ういった計算をやってくださいという依頼があったことが確認されましたので、

この際保安院から依頼があったものは、3 月 21、27 日の他に、この 4 月の 7 か

ら 8 日に掛けて依頼がされて、結果が 4 月の 9 から 10 日に掛けて出ているとい

うこと、そういうふうに訂正させていただきたいと思います。私からは以上でご

ざいます。 
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○司会 

続きまして、プラントの状況についての説明となります。まずは東京電力から

の説明です。 

 

＜プラント状況等について＞ 

○東京電力 

東京電力からプラントの状況につきまして、ご報告させていただきます。まず

『福島第一原子力発電所の状況』という A4 縦の表裏の資料の方からご確認くだ

さい。タービン建屋地下の溜まり水の処理でございますが、セシウム吸着装置キ

ュリオンとサリーによります高濃度汚染水処理は継続実施中でございます。それ

から午前中に紹介させていただいた蒸発濃縮装置の 2系列目でございますが、漏

えいは止まっております。午前中 3秒に一滴程度というふうに申し上げましたけ

れども、現時点では止まっているという状況でございます。また同じく蒸発濃縮

装置の 1系列目につきましては、本日午後起動をいたしております。トレンチ立

坑・各建屋の溜まり水の移送でございますが、2号機から集中廃棄物処理建屋の

方へ継続実施中です。1号機から 2号機タービン建屋の移送に関しましては、本

日 9 時 22 分に終了いたしております。また 6 号機タービン建屋の溜まり水の屋

外仮設タンクへの移送は、本日 10 時から 16 時の予定で実施いたしました。建屋

の水位等に関しましては、午前 7時の状況を記載させていただいておりますので、

会見途中で最新のデータをお届けできればというふうに思っております。それか

ら裏面にまいります。放射性物質のモニタリングにつきましては、先ほどご説明

させていただいたとおりです。使用済燃料プールの冷却ですけれども 2 号機 3

号機4号機につきましては、循環冷却を続けております。1号機につきましては、

昨日の 22 時 20 分から電源停止の作業の関係で、一旦冷却を止めております。本

日夕方の電源作業終了後、循環冷却を再開する予定です。圧力容器への注水、原

子炉圧力容器の温度、格納容器の圧力に関しましては記載のとおりです。それか

ら 1 号機の格納容器ガス管理システムにつきましては、本日 10 時 38 分から 12

時の間、システムの方、一旦停止いたしております。こちらに関しましては、ブ

ロアーファンなどの電源を B 系から受電しておりましたが、制御電源の方が A

系からの受電のままだったため、本日の電源停止の作業の関係で、A系の電源が

停電した際に制御電源を失ったため停止したものでございます。システムの損傷

等ございませんでしたので 12 時ちょうどに制御電源を B 系に切り替えまして再

起動を行っております。この間、原子炉への注水、それから窒素の封入に関しま

しては、問題はございませんでした。それからその他でございますが、こちらも

会見終了時に本日の作業実績についてご連絡できればというふうに思っており

ます。続きまして発電所の中のサンプリングの状況です。資料のタイトルは『福
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島第一原子力発電所取水口付近で採取した海水中に含まれる放射性物質の核種

分析の結果について 12 月 11 日採取分』でございます。ページを捲っていただき

まして、1枚目の裏面から昨日のサンプリング結果を記載させていただきました。

2枚目の裏面から経時変化をグラフ化しておりますけれども、大きな変動はみら

れておりません。通常の変動範囲内でございますので、高濃度汚染水が海水中に

漏えいしてないというふうに考えております。続きましてサブドレン水の核種分

析の結果です。A4 横の表の形式になっている資料でございますが、集中廃棄物

処理施設周辺でのサブドレン水の核種分析です。12 月 11 日、昨日の測定結果も

通常の変動範囲内というふうに考えております。大きな変動が見られておりませ

んので、高濃度汚染水が地下水中に漏出してないというふうに考えております。

プラント関係は以上でございます。それから皆さまに 1枚指示文書の受領という

ことで、資料を配布させていただきました。本日原子力安全・保安院さんの方か

ら、福島第一原子力発電所の淡水化装置の、いわゆる蒸発濃縮装置から放射性物

質を含む水の漏えい事象に関する追加指示がございましたので、こちらの方、公

表させていただいております。なお本日は、別に保安規定の変更のご指示も、指

示文書としていただいておりますので、準備が出来次第プレス文を準備させてい

ただきたいというふうに思っております。東京電力からは以上です。 

 

○司会 

 次に原子力安全・保安院からの説明となります。 

 

○原子力安全・保安院 

原子力安全・保安院の山形です。本日は 3件ご報告させていただきます。先ほ

ど原子力安全委員会事務局の方からもご説明がございましたが、本日保安院では、

東京電力株式会社福島第一原子力発電所1号機から4号機に対する中期的安全確

保の考え方に基づく施設運営計画にかかる報告書その 1の評価を終え、原子力安

全委員会にご報告させていただきました。これは10月3日になりますけれども、

保安院からステップ 2終了から原子炉廃止に向けての作業開始までの期間、おお

よそ 3年程度以内というように考えておりますが、その間における公衆及び作業

員の安全を確保するため、安全確保の基本目標と要件を定め、そしてそれにそっ

た形で今後の応急の措置を行うよう、どういう応急措置を行うのかという報告徴

収をしたところでございます。10 月 17 日に東京電力から報告がありまして、専

門家の先生の意見も聞きながら検討を進めてまいりました。その間に報告は 2

度改訂されて、東京電力からの報告は 2度改訂されております。その最終的な報

告について、妥当性を評価しております。評価の結果、東京電力の施設運営計画

は、基本目標を達成する上で必要な措置であり、応急の措置として実施すること
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について、公衆及び作業員の安全を確保する上で妥当なものであるというふうに

判断いたしました。具体的に中身でございますけれども、お手元にこのような横

の紙があると思いますけれども、循環注水冷却システムの中期的安全確保にかか

る評価結果、評価書自体も付けさせていただいておりますけれども、少し分かり

やすいように 3枚紙をご用意しております。まずこれはステップ 2の目標の一部

であります冷温停止状態の達成要件として、循環注水冷却システムの中期的な安

全を確保することと、そういうことがございます。そして先ほど申しましたよう

に報告を出していただいて評価を進めてまいりました。評価のポイントでござい

ますけれども、この循環注水冷却システムの、いろいろな設備があるわけですけ

れども、そういうものは多重化といいますか、バックアップが確りと出来ている

と、故障や事故が起こってもバックアップ体制が確り出来てる、そういうこと。

そしてもし異常が起これば、その異常を検知して復旧をするなり、代替手段をと

るなり、そういう手段が確保されていること。そして更に万が一そういう事故が

発生しても、発電所の外に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと、

そういう観点で評価をいたしております。具体的な例でございますが、この 1

枚目の紙の右の方にいきますと、注水設備と窒素封入設備が書いてございます。

原子炉の中の燃料を冷やすためには注水を続けなければならないわけですが、こ

の時ここの図を見ていただきますと、主に使ってるポンプというものは、津波に

やられないように海抜 35m の位置にですけれども、3台これを主に使っておりま

す。このポンプに対して水源が二つ書いてございますけれども水源は二つあると、

ポンプは 3台あると。更に予備のポンプを 3台あると。これに対して外からの外

部電源というのもあれば、非常用発電機というのも用意されてございます。そし

て高台ではなく、少し海抜が下がりますけれども、そういう所にもやはりポンプ

が 3台が予備があって、水源も用意されて、外部電源もあれば非常用発電機もあ

る、また電源車もあると。そしてこういうものの更なるバックアップとして消防

車も用意してあると。これだけのバックアップ体制が引かれてるということでご

ざいます。仮にこういう新たな設置した設備が全て使用不能となったとしても、

消防車で 3時間程度で注水再開が可能となっております。窒素の封入設備も同じ

ように何台も用意をしておりましてバックアップ体制が整っている、こういう状

態でございます。そしてこういう状態では、何らかの事故が起こった場合どうな

るのかと。我々の方で非常に厳しい条件として、1から 3号機は同時に、新たに

設置した設備は全て使用不能になると。一瞬にして設備がなくなるような状態を

仮定して、そして消防車による注水をしようとしても 12 時間停止したと想定し

ております。これは 3 月の時には実際に消防車に注水を始めようとしてる際に、

注水するまでにあの当時は 7時間かかっております。そして現在では訓練もいた

しておりますので、3時間程度で行えるんですけれども、非常に安全側に見て 12
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時間かかるというふうにした場合、それでも今は原子炉及び格納容器の中の燃料

というのは、非常に冷えてきておりますので、そういうものは注水が止まっても

ゆっくりと温度は上がってまいります。そして 12 時間後に注水ができるように

なると、若干その我々の評価ではかけた瞬間は蒸気が出ますけれども、その後は

すぐまた冷えて戻ってしまうということですので、そこから格納容器から余りセ

シウムが出てこないと。出てきた量を評価しても、3機全て足し合わせても、敷

地境界で実効線量は年間で 1mSv を下回るという評価でございます。そういう状

況でございますので、先ほど安全委員長からも新たな避難が必要となるような事

態は非常に低いというようなご評価をいただいたんだと思っております。2ペー

ジ目にまいりますと、あと原子炉の臨界の防止ということにつきましても、これ

は先ほどの注水の設備の方にホウ酸タンクがつながっております。これはタンク

が二つある。更にこの地震の時に両方が、二つのタンクが共倒れにならないよう

に、一つには水を入れておりますけれども一つは空にしておくということで、地

震の時というのはものの形によって揺れ方が違いますので、違う揺れ方がするよ

うにしておこうと。更にもしその二つとも駄目になった場合には仮設プールをす

ぐ設置するというふうにしております。で、温度上昇を検知して又は放射線の上

昇を検知してホウ酸の注水を行い臨界を止めるという体制が整っておりまして、

この場合も万が一そういう事態が起こった場合、先ほど言いましたそのタンクが

二つとも使えなくて、仮設プールを組み立てないといけない、そうしますと若干

時間が掛かりますので、22 時間ぐらいホウ酸が注水できないって場合を想定し

て、そういうような場合でも、敷地境界で 0.54mSv と、1mSv より低いという評

価になっております。次に使用済燃料プールですが、これはもう既にだいぶ冷え

ておりまして、20 数℃まで下がってきております。これの冷却するための図を

見ていただきましたら分かるとおり、熱交換器も二つ、ポンプも二つ、エアフィ

ンクーラーも二つということで、多重化が図られております。そして、もしこれ

らが全て使えなくなった場合には、右の方にありますが消防車で注水することが

可能でありますし、また最後には事故当時、発生の初期に使っておりましたコン

クリートポンプ車、これを置いておりますのでこれで注水が可能であるというこ

とです。これで厳しい条件、こういうものが全部使えなくなった場合どうなるか

ということでございますが、今も燃料プールは非常に冷えてきておりますので、

一番厳しい 4号機の使用済燃料プールであっても、今水が入れられなくなったと

してもプールの燃料の上に水が 2m のところまでずっと下がってくると、2m あれ

ば問題ないわけですが、2m のところに下がってくる期間を計算しますと、4号機

でも 16 日程度余裕があると、ほかのものでは 1 ヶ月以上余裕があるものもあり

ます。ですからその間にコンクリートポンプ車が再びくる、これは 1日もあれば

できるわけでありまして、全く問題のない余裕があるという状況でございます。
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最後に 3ページですけれども、高レベル放射性汚染水の処理ということで、これ

につきましても設備が多重化されておりまして信頼性はございます。そして漏え

いをどう管理するのかということで、高レベル汚染水の場合は検知器も既にあり、

堰や建屋で漏えいの拡大の防止は図られております。残念ながら 12 月 4 日に発

生いたしました淡水化装置からの漏えいにつきましては、後ほどご説明しますけ

れども、対策を強化していただくということです。他のタンク等は巡視点検で監

視しております。これの基本的な汚染水の管理でございますけれども、基本的に

地下水よりも建屋内の汚染水の水位を低くすると、そういうことで仮にひび割れ

があっても、外から中に入ってくることはあっても、中から外へいかないように

するということが一つでございます。そして、長時間この汚染水処理設備が止ま

った場合はどうなのかということですが、この場合は長期間停止しても、この同

様の設備を約 1ヶ月で再構築が可能ということですが、その 1ヶ月間の余裕はタ

ービン建屋ですとか、高濃度滞留水処理水受けタンクですとか、このホットウェ

ルですとかいろんな場所がありますので、1ヶ月持ちこたえることができますの

で、海洋への漏えいはないと。また豪雨が降りましても、過去のこの地方での 1

ヶ月の最大雨量というのは 600mm 程度だったと思いますが、今は 1m 程度余裕が

あるので問題がないという状況でございます。このような状況をトータルに勘案

いたしまして、我々としましてはこの東京電力の計画を妥当というふうに判断を

いたしました。ここで、先ほど安全委員会さんの方からも、委員長のコメントと

いうのがございましたけれども、この後どうするのかというのがございますので、

本日東京電力株式会社、福島第一原子力発電所の施設運営計画の評価結果に基づ

く保安規定の変更についてという指示を出しております。この施設運営計画とい

うものは、言わば設計図のようなものでございますので、これに基づいてきっち

りと運営管理をしていただくということで保安規定を変更して、この循環注水冷

却システムに係わる設備等の保守、管理、その保安規定を出すようにと、そのよ

うに指示を出しておりますので、出てきた段階で審査を行っていくということで

ございます。そしてもう一つプレスリリースがございますけれど、これは先ほど

ご説明しましたが、蒸発濃縮装置からの漏えいに関して指示を出してございます。

プレスリリースの分で別添 2というところで書いてございますけれども、記以下

が指示事項でございまして、漏えい対策についてはより信頼性の高い漏えい防止

のための措置を講ずるよう作業計画を作成し、当該計画に基づき実施すること、

そして監視について、2.は監視についてと。3.、このようなことが迅速かつ万全

にできるように手順及び体制を確立すること、4が放射性物質の評価ですね。こ

れはストロンチウムの濃度が若干暫定のところがありますので、そこをきっちり

測って再度評価を行うこと。そしてそれに基づいて環境影響評価を行うこと、こ

の 5点を指示をしております。当方からの説明は以上です。 
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○司会 

 ここで園田政務官から補足の説明があります。 

 

○園田政務官 

まず私から 3 点ほど補足をさせていただきます。補足と言いますか、まず 1

点は急病人の発生の事案についてでございます。本日でございますが、除染の効

果の実証実験を行っていた伊達市下小国地区において、急病人が発生したという

ことでございます。その後当該の作業員の方が死亡されたということでございま

して、今私の所にニュースが入ってまいりました。後ほど支援チームから補足を

していただければというふうに思います。それから前回のご質問の中でおしどり

さんからのご質問があったわけでございますが、厚生労働省の社会保険審議会、

これの患者調査でございますが、今年福島県で一部行わない所があるということ

で、それについての詳細はいかにということでご質問をいただきました。今日の

厚生労働省から担当の室長が、武田室長がおこしをいただいておりますので、こ

れも後ほど担当室からご回答を申し上げたいというふうに思います。そして本日

でございますけれども、ご案内のとおりご承知かと思いますが、本日で第 7回目

となります。細野大臣のもとで放射性物質の顧問会議が行われているわけでござ

いますが、本日の低線量被ばくのワーキンググループが第 7回目という形になり

まして、6時から午後の 9時まで行われる予定になっております。詳しくはまた

ホームページでご確認をいただければというふうに思います。よろしくお願いい

たします。私からは以上です。 

 

○司会 

それでは厚生労働省から関係者が来ておりますので、今の政務官が紹介ありま

したことについて説明をしてもらいます。 

 

○厚生労働省 

厚生労働省統計情報部の武田と申します。よろしくお願いいたします。前回ご

質問をいただいたということで、宮城県の一部と福島県で患者調査がなされない、

その経緯と理由ということについてご説明をさせていただきたいと思います。 

まず患者調査と申しますものが、これは医療施設を受診、入院しておられます

患者さんの傷病の状況等をもとにいたしまして、医療行政の基礎資料を得るとい

うことを目的とした抽出調査となっております。抽出調査でございますので、医

療施設を無作為に抽出して調査しまして、その結果から全体の患者数を推計する、

そういった種類の調査でございます。 
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今回の調査の実施にあたりまして、東日本大震災による被害が特に甚大でござ

いました 3 県、岩手県、宮城県、福島県と事前に協議を行せていただきました。

その上で、これから申し上げるような理由から、福島県の全県、それから宮城県

の一部、具体的には石巻及び気仙沼医療圏というところでございますが、こちら

におきましては調査をしないということになったものでございます。 

理由でございますが、改めて申し上げるまでもないんですけれども、宮城県に

つきましては、一部の地域、今申し上げた石巻及び気仙沼医療圏におきまして特

に被害が甚大でございまして、医療施設の多くも被災しているという状況でござ

います。また福島県につきましては、地震、津波の自然災害のみならず、原子力

発電所の事故という極めて深刻な状況が続いている、そういう特殊な状況でござ

いまして、医療施設の被災に加えまして、特に自治体機能の移転も行われるなど、

医療機能それから住民の方々の大規模な移動が認められているという、そういう

状況でございます。 

まず、このような状況下におきまして、福島県全県と宮城県の一部につきまし

て、先ほど申し上げました抽出調査でございますので、無作為抽出を通常とおり

に行って調査を実施した場合、回収率が低い状態で集計するということになりま

すと、そこから得られるものが偏ったデータとなってしまいまして、結果的に、

目的である患者数というものを正しく推計することができないという、技術論的

な問題がございます。 

また、調査方法なんですけれども、この患者調査につきましては、まずそれぞ

れの県、保健所が、無作為抽出されました医療機関に調査票を配布をいたします。

そして対象のその医療施設が、調査日におきまして来られた、若しくは入院され

た全ての患者さんごとにカルテ情報から調査票を記載いたします。その後再び、

それぞれの県、保健所が調査票を回収いたしまして、内容、記載の不備、記載漏

れ等の確認をするという方法で実施しております。多いところでありますと 1

医療機関で 3,000 件以上のデータ記載が必要な場合があるという、そういう規模

のものでございます。このように、この調査におきましては、県などの自治体そ

れから医療施設の作業負担というものが非常に大きいものとなっております。

様々な復興対策というものが行われる中におきまして、今回、福島県それから宮

城県の方から、今申し上げましたような県内の状況、それから調査形態等を踏ま

えまして、福島県全県それから宮城県の一部について対応できないという回答を

それぞれ受けまして、最終的に当該地域におきましては調査を実施しないことと

なったというものが経緯でございます。 

なお、福島県民の方々の健康状況の把握につきましては、ご案内のとおり、福

島県が実施しております県民健康管理調査というものがございます。これにおき

まして、私ども厚生労働省からも検討委員会に参加いたしまして、技術的な支援
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を行わせていただいているというところでございます。以上、簡単ではございま

すがご説明させていただきました。 

 

○司会 

それでは質疑に入らせていただきたいと思います。先ほど政務官から説明のあ

りました事故の関係につきましてまた情報が入りましたら改めてご紹介させて

いただくということにさせていただきたいと思います。これまで何度もルールの

ご説明させていただいてますので、質疑にそのまま入らせていただきたいと思い

ます。質問のある方は挙手をお願いいたします。失礼しました、厚生労働省の方々

ですけども、今日 5時半ぐらいまでしか時間がないもので、先に厚労省に対する

質問がございましたらお受けさせていただきたいと思います。ご質問のある方挙

手をお願いいたします。それではそちらの女性の方。 

 

＜質疑応答＞ 

○NPJ と吉本興業 おしどり 

Ｑ：NPJ と吉本興業のおしどりと言います。どうぞよろしくお願いいたします。

厚労省の武田さんに、ご説明ありがとうございました。2点質問がございます。

この患者調査が宮城県の一部と福島県全県で患者調査から除外することにな

った 10 月 20 日の統計分科会の議事録を見ますと、早川統計企画調整室長の

お言葉で、福島県は特に地震だけの影響ではなくて、原発の影響もあって平

時でない状況が続いているということで除外するということなんですけれど

も、特に地震だけの影響ではなく、原発の影響といったものが具体的にどう

いったものなのか。宮城県では内陸部は調査されているにもかかわらず、福

島の会津などの医療機関では調査は出来なかったものなのかをお聞きしたい

と思います。後もう 1 点、県民健康管理調査の件ですが、私も何度か検討委

員会の傍聴と被災者生活支援チームの医療班にも問い合わせておりますが、

県民健康管理調査は被ばく医療の関連が主ですので、患者調査と全く異なる

性質ものだという回答を保安院の広報からも先日得ました。ですので、患者

調査がどういった理由で今回除外されるのか、少しちょっと余り理解が出来

なかったもので、もう 1度ご説明をよろしくお願いいたします。 

 

Ａ：(厚労省)それでは、ご説明申し上げます。まず 1 点目についてでございま

すけれども、すいません、ちょっと 10 月 20 日の時のご説明のところで、少

し舌足らずの部分があったのかも知れません。ここで福島県におきまして、

原発の事故というものプラスアルファの部分があって通常と違うというのは、

先ほど私の方がご説明申し上げましたように、例えば自治体機能の移転であ
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りましたりとか、それに併せまして医療機能の移転というようなものも、内

陸部の方の医療機関にも影響を及ぼしていると、そういうようなお話もござ

いまして、そういうことも勘案し、また 2 番目に申し上げましたが、患者調

査の調査形態につきまして、例えば県や保健所の方々の作業負担というもの

も、これも非常に大きいというものでございます。そういうものも総体で考

えた上で、なかなか福島県の方では、沿岸部分のみならず、全般的に今回は

調査というものは難しいということでお話があったというふうにご理解いた

だければと思います。そういうような内容でございます。 

それから、2 番目に関してでございますけれども、患者調査はご指摘のと

おり、大体全国におきましてどういうような患者さんがおられるのか、若し

くは患者さんの動態でありますとかですね、そういうようなものがどうなの

かということを調査するというものでございます。それから、1 日の状況か

ら推計をするというものでありますので、ある意味では、県民健康管理調査

のように継続的に追っていくと、そういう意味では違うということでお話が

あったのではないかというふうに思います。今後、長期にわたりまして、福

島県民の方々の健康状況の把握を行うという観点からしますと、そういう意

味では健康管理調査におきましてですね、継続的にその状況を把握するとい

うことが、ある意味で非常に重要かなというふうにそのように考えておりま

す。以上でございます。 

 

Ｑ：ありがとうございます。では、自治体機能の移転などが内陸部の医療機関

にも負担を掛けているということで、これは宮城より福島の方が原発による

影響で自治体機能がより多く内陸部に移転したので、医療機関に負担を掛け

ているので、除外したという認識でよろしいでしょうか。 

 

Ａ：(厚労省)自治体機能の移転も一つの例でございます。それから、医療機関

がそこの辺りでですね、自治体機能も含めて住民の方の大規模な移動がある

ということにおきまして、内陸部の方へのシフトでありますとか、そういう

ようなことも含め、それから先ほど申し上げたような県全体での作業負担、

そういうようなことも総合的に考えた上でなかなか全県的に難しいというよ

うなお話をいただいたというところでございます。 

 

Ｑ：分かりました。医療機関ではなく、住民の移動、内陸部に宮城より福島の

方がより多く原発の影響により移動しているので調査しにくい、負担がかか

るということで。 
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Ａ：(厚労省)そういうプラスアルファの要因もあると。いろいろなファクター

があるんだけれども、そういうようなことも医療施設のみならず、そういう

部分もあるというふうなお話もありましたので、そういうことが原因かなと

いうふうに考えております。 

 

Ｑ：ありがとうございます。もう 1 点。県民健康管理調査と先ほどおっしゃら

れますのは、検討委員会が行っております問診票による行動記録をつけた県

民健康管理調査のことなのか、それからこれから行われます特定検診の上に

上乗せした健康調査のことなのか、どちらを指しておられるんでしょうか。 

 

Ａ：(厚労省)すいません。私ちょっと健康管理調査の方、直接担当しておりま

せんものであれなんですが、例えば詳細調査等におきまして、健康診査とい

うものもございます。その中には例えば、一般健診項目の他に、例えば白血

球の分画等のような調査もございますので、そういうようなものを中心にフ

ォローアップして行くということもあるのかなと思います。すいません。ち

ょっと直接こちらのものに関しては担当しておるものではないものですけれ

ども、そういうふうに理解しております。 

 

Ｑ：分かりました。すいません、しつこくて。県民健康管理調査と名の付くも

のは、県民健康管理検討委員会が福島県庁の中におりまして行っておられま

すが、これは健康調査ではなく問診票、行動記録を付けた問診票を付けた被

ばく線量を評価する調査ですので、一切これは疾病などのことは調査しない

ものなのです。なので、厚労省に問い合わせた時も、患者調査の代わりに県

民健康管理調査が代わりになるものではないと私は思いましたので、被災者

生活支援チーム、そして保安院の方に問い合わせましたが、同じようにこれ

は何ら患者調査、他の疾病については何ら調査いたしませんので代わりには

ならないというお答えをいただいたんですね。ですので、これは厚労省の方

でお考えの患者調査に代わる調査が、県民健康管理調査なのか、若しくは特

定検診の上に上乗せされる健康調査なのか、それによって理解が全く変わり

ますのでまたお答えをどうぞよろしくお願いいたします。 

 

Ａ：(厚労省)基本的にですね、患者調査に代わるものというものではございま

せん。そこのところはそのとおりだと思います。今おっしゃられましたのが、

基本調査の後に例えば詳細調査のようなものがあるというふうに伺っており

ます。県民健康管理調査。そういう中における健康診査の中の項目で県民の

方々の健康状態を長期的にフォローアップしていくということではないかと
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いうふうに考えております。ですので、少なくとも患者調査というもので今

回調査しなかった部分のものを代替すると、そういうものとは、性質が異な

るものでございますので、そこのところは違うというふうに考えております。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

○司会 

 他にご質問のある方、厚生労働省に対する質問ある方いらっしゃいますでし

ょうか。そちらの方。 

 

○NPJ 日隅 

Ｑ：NPJ の日隅と申しますけれども。労災の関係でいろいろお亡くなったり、い

ろんな体調不良の関係等もあるんですけれども、厚労省として、第一原発の

方で働かれている方の個別具体的なそういう事例についての情報の把握とか、

あるいは改善の必要性だとかそんなことについては具体的にどんなことをさ

れているんでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)日隅さん、すいません。今日お越しをいただいたのはですね、

厚生労働省の統計情報部、人口動態保健統計課の保健統計室長でございまし

て、労働安全衛生の分野では、大変申し訳ございませんがございません。し

たがって、その質問はですね、後日どこかでお問い合わせをしていただけれ

ばと思いますけれども。必要であれば私の方からも厚生労働省の担当部局の

方には伝えておきます。 

 

Ｑ：そうすると今日来られている方はご回答の範囲、今回のことにかかわるこ

とでお答えになられる範囲というのは具体的にはどういうことなんでしょう

か。どんな質問が可能なのか分からないんで。 

 

Ａ：(園田政務官)したがいまして、先ほどおしどり様からお話がありましたで

すね、統計調査についてご質問をいただきましたので、それについて今日実

際に来ていただいてご質問にお答えをさせていただいたということでござい

ます。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

○司会 
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 ご質問ある方いらっしゃいませんでしょうか。それではここで厚労省の関係

者の方は退室をします。それで、ここで先ほどお話がございました支援チー

ムの方から、事故の関係につきましてご説明をさせていただきます。 

 

Ａ：(支援 T)補足でご説明いたします。今ここで分かるのは一連の経緯でござい

ますけれども、本日より伊達市の方で除染技術等調査事業ということで、除

染の作業の方が開始されました。それで、本日 13 時にですね、作業員の方が

戻ってこられないのを、60 歳の男性の方でございますけれども、戻ってこら

れない、不在の事を不審に思われて探したところ、作業者用の自動車の所に

いらしたということでですね、で、心肺停止の状態にありました。そこで、

救急車を呼びまして、1時 8分、救急車が到着し、その蘇生作業の方開始して

おります。で、1時 20 分に私ども、支援チームの方にもご連絡をいただきな

がら、1時 26 分に救急車の方で医療機関の方に搬送されたということです。1

時 42 分に医療機関の方へ到着をいたしまして、14 時にですね、医療機関での

努力の甲斐なく、残念ながら死亡が確認されたということでございます。今、

お知らせできますことは、以上でございます。 

 

○司会 

 それでは、質疑を受けたいと思います。ご質問ある方、挙手をお願いします。

では、そちらの男性の方。 

 

○フリー 木野 

Ｑ：フリーの木野ですけれども、今の件なんですが、戻らないのが分かった時

間、最後に確認されてから戻らないのが分かった時間、そらから心肺停止の

状態で発見された時間、それぞれ、要するに救急車が到着する前の状況とい

うのは、どういう状況だったんでしょうか。 

 

Ａ：(支援 T)すいません、今聞けたのが、はい、そこまでで、13 時に不在なん

で、戻ってこないんで、探したら見つかって、というところでございます。

それで、救急車呼んできてもらったのが 13 時 8 分だというふうに聞いており

ます。 

 

Ｑ：男性の作業内容というのは。 

 

Ａ：(支援 T)すみません、そこまでちょっと聞いておりませんが。 
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Ｑ：すいません、今分かっているということは、以上で終わりでしょうか、そ

うすると。 

 

Ａ：(支援 T)はい、今、取りあえず。 

 

Ｑ：次に情報は入るのは、どういう状況で、いつ頃なるんでしょうかね。そう

すると、次に詳しい情報が入るのは、いつ頃になるんでしょうか。 

 

Ａ：(支援 T)え、それも含めて、ちょっと今、要するに、一連のそういうことを、

今、皆さまの方にお伝えできるという状況になったということを聞いたとこ

ろでございます。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

○司会 

 はい、では後ろの方。あと、こちらの、お 1人ですか。じゃあ、その前から 2

番目の方。 

 

○ニコニコ動画 七尾 

Ｑ：ニコニコ動画の七尾です。今のに追加なんですけど、すいません、60 歳の

方がお亡くなりになったということなんですけれども、この方は民間企業の

方なんですか、どういった方になるんでしょうか。 

 

Ａ：(支援 T)企業の方だと思われます。 

 

Ｑ：企業の方。 

 

Ａ：(支援 T)はい。 

 

Ｑ：なんですね。どの位、こう作業に携わってた方ってのはまだ、全然情報が

ないんですか。 

 

Ａ：(支援 T)この、伊達市での作業は今日から開始されました。 

 

Ｑ：今日開始して、じゃあ、60 歳の方も今日作業に入られたと、初めて。 
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Ａ：(支援 T)だと思います。おそらく。 

 

Ｑ：はい、分かりました。 

 

○司会 

 はい、ではそちらの前から 2番目の壁際の。 

 

○東京新聞の大村 

Ｑ：東京新聞の大村です。死亡事故なもんですね、ちょっと、伺いたいんです

けど、伊達市のどこでこういう作業していて、これは警察にはお届けになっ

てるんでしょうかということが 1 点ですけども、まず取りあえず、それ伺い

たいんですけど。 

 

Ａ：(支援 T)作業公安事業行なっておりました場所は、伊達市の下小国、下の小

さい国と書くところの集会場の近辺の方でございます。警察の方へは、ちょ

っと、はっきりとそこ確認聞いたわけではないですけれども、連絡あるいは、

されているんではないかと思うんですけれども。 

 

Ｑ：されているんですね。 

 

Ａ：(支援 T)と、思うんですけど。通常の手続き等に従ってということだと思い

ますんで。 

  

Ｑ：この 60 歳の男性の方というのは、どういう作業してたんですか。 

 

Ａ：(支援 T)すみません。今、作業について、内容についてはちょっと聞いてお

りませんが。 

 

Ｑ：集会場の除染をしたんですか。 

 

Ａ：(支援 T)集会場近辺の方をやるのがこの事業のところで、集会場とその周り

の方ですね。 

 

Ｑ：作業車の中ってのは、その作業車で出て行って戻って来る、そういう流れ

なんですか。普通は、そこの除染っていうのは。 
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Ａ：(支援 T)この場所で、ちょっとどういう形でやっておるかによりますけれど、

すみません、そこもちょっと今、取りあえず聞けたところをお話ししたまで

でして、 

 

Ｑ：その、作業車っていうのは、この会社の車ですか。 

 

Ａ：(支援 T)作業者用の自動車ということで、作業者の方たちの車ということで

聞いております。 

 

Ｑ：すみません、この方は今日はいつから働いていたんですか。 

 

Ａ：(支援 T)それもちょっと今不明ですが、通常の午前中の仕事をされたのかな

と思いますけれども、ちょっと確認取って言っておるわけではありません。 

 

Ｑ：この方 60 歳の男性は、どこのお住まいというか、住所、どちらの方ですか。 

 

Ａ：(支援 T)今も、それもちょっとこちら情報ございません。 

 

Ｑ：取りあえず、そんなとこでいいです。 

 

○司会 

 他にご質問ある方。そちらの方と、そちらの方、続けてお願いします。 

 

○ネオローグ 小嶋 

Ｑ：ネオローグ小嶋です。よろしくお願いします。今の件なんですけれども、

この実証実験自体の詳細というのは分からないんですかね。 

 

Ａ：(支援 T)その、下国集会場とその周りの方ですね、その一連の近辺の除染の

作業を行うというところであります。 

 

Ｑ：これはどこ、例えばどこが主催と言うか、政府が主催なのか、県が。 

 

Ａ：(支援 T)事業自身はですね、内閣府が委託をしまして、日本原子力研究開発

機構が受けております。 

 

Ｑ：で、そこから民間、こういった民間の企業の方にお願いしているという形
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ですか。 

 

Ａ：(支援 T)はい。 

 

Ｑ：はい、分かりました。作業の規模とか、そういうことも分かんないですか

ね。例えば、何人働いているとか。 

 

Ａ：(支援 T)ちょっと人数とかまでは。 

 

Ｑ：あ、分かりました。ありがとうございます。 

 

○司会 

 はい、それではそちら。 

 

○ニコニコ動画 七尾 

Ｑ：すいません、ニコニコ動画の七尾です。重ねてなんですが、すいません、

この作業は何人位で作業されてたか分かりませんでしょうか。 

 

Ａ：(支援 T)少なくとも今は、こちらで分かっているのは、お話できたことが。 

 

Ｑ：この作業自体は一旦停止されているっていうことでよろしいでしょうか。

今回の事故がありまして、実証実験とかは停止している。でしょうか。 

 

Ａ：(支援 T)そこは確認しておりません。 

 

Ｑ：当然、一応改めて確認、念のため確認なんですが、除染ボランティアの方

等は一緒に作業はされてないですよね。 

 

Ａ：(支援 T)今回のはボランティアの方たち、今日の作業はボランティアの方た

ちはいないと思います。 

 

Ｑ：これは、原因究明までかなり時間が掛かると思うんですけれども、一旦、

除染ボランティア等々の方などは、一旦、作業停止されるとか、そういった

ご予定はありますか。 

 

Ａ：(支援 T)この事業自身にはボランティアの方は関わっておられません。 
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Ｑ：ただ、そうだと思うんですが、全体的にですね原因が分からないとですね、

除染ボランティアの方もかなり不安になると思うんですけど、そういった影

響については、いかがお考えというか。 

 

Ａ：(支援 T)実は、原因の方につきましても医療機関の方へ運ばれまして、一応、

内々伺っておりますが、お話申し上げていいかということについては、ご遺

族の方には確認をしてからということでございます。その前に、聞いている

内容からしますと、恐らくおっしゃっているご主旨は、他の作業者の方がこ

の辺りでの作業を止めるべきではないかとか、そういった事でございますよ

ね。 

 

Ｑ：影響ですね。 

 

Ａ：(支援 T)今直ちに他の作業者の方の行為、除染関係の作業をやることについ

てのこと、何か新しく措置を考えるようなたぐいの種類のですね、原因では

ないというふうには聞いてはおります。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

Ａ：(支援 T)いわゆるそういうところの状況だというふうに伺っておりますので。 

 

○司会 

 他にご質問のある方。ではそちら前の方後ろの方、で前の方。3人続けてお願

いします。 

 

○東京新聞の志村 

Ｑ：東京新聞の志村と申しますが、作業車というのはどういうタイプの車で男

性はどこに乗っていたか分かりますか。 

 

Ａ：(支援 T)すいません。ちょっと聞いてそれでお話ししているところなので補

足の情報は今持ち合わせはないです。 

 

Ｑ：ワゴン車みたいな形で全員箱乗りで行くような作業なのか、それとも自分

で自家用車みたいなの運転して回って作業するような質のものなのかという

主旨なんですけども。というのと男性の先ほどそういった種類の原因ではな
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いというような話しだったんですけども、要は内因性の何か病気を抱えてた

とかそういうことで理解していいわけですか。 

 

Ａ：(支援 T)内因性、ご病気というわけでは多分ないんだと思いますけれども、

ご遺族とちょっと確認をさせていただいてから具体的な話しをさせていただ

ければと思います。 

 

Ｑ：いずれにしろ放射線による影響ではないという見解でいるということでい

いわけですね。 

 

Ａ：(支援 T)一般的にある、放射線の関係で出てくる死因ではないと考えており

ます。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

○司会 

 では後ろの方。 

 

○読売 佐藤 

Ｑ：すいません。読売の佐藤です。ちょっと細かいところ聞き漏らすと困るの

ですいません確認させてください。一つは今日伊達市で始まった除染実証作

業が今日から始まった伊達市で初めてという言い方ご説明だったと思うんで

すけど、これは伊達市で初めてなんですか。それとも伊達市下小国地区で初

めてなんですか。 

 

Ａ：(支援 T)はい伊達市の下小国地区で特にこの内閣府の委託作業、委託の事業

で日本原子力研究開発事業が行っている事業のその除染に関するその作業が、

測定等は前も行っておったわけですけど実際に除染活動の作業の方が今日は

初めてということでございます。 

 

Ｑ：じゃあ伊達市でも他にやっているとこもあったということですか。 

 

Ａ：(支援 T)いわゆる伊達市でよく除染活動がいろいろボランティアの方たちの

協力を得たりして進められたりしているのはまた別に進んでおります。 

 

Ｑ：それは政府としてやっているものがあるということでいいですか。 
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Ａ：(支援 T)いえ直接政府の資金を使ってということでは今回この事業の方が初

めてになります。 

 

Ｑ：要するにさっきおっしゃった内閣府が JAEA に実施した事業としては伊達市

では初めてということでいいですね。 

 

Ａ：(支援 T)はい。 

 

Ｑ：それからすいません。被災者支援チームは所属は原災本部でよろしかった

ですか。 

 

Ａ：(支援 T)はい。そこが内閣府の原子力災害対策本部でという位置づけになり

ますので、その内閣府の委託事業として行っているものとして今日が初めて

でということであります。 

 

Ｑ：ごめんなさい。今主旨で伺ったのは今伺っている情報の出所がどこかとい

う意味合いで何々によるとという確認なんですけど、それはそうすると内閣

府原子力災害対策本部でいいですか。 

 

Ａ：(支援 T)はい。 

 

Ｑ：すいません時間の関係の確認もさせてください。13 時にまず分かったのは

60 歳の男性が戻ってこないということで同僚の方が作業用の自動車の中にい

るのを見つけたのが 13 時という理解でいいですか。 

 

Ａ：(支援 T)はい。そうだと思います。 

 

Ｑ：ごめんなさい。そのとき心肺停止で見つかるとおっしゃったんですが、そ

の時点で心肺停止かどうかというのが分かったんですかね。 

 

Ａ：(支援 T)一応今聞いているところでは、13 時に心肺停止の状態であったと

いうことであります。その場でお医者さんが見られてということではないで

すけれども、とにかくきっと見つかって息が止まっておられるような様子だ

というのであわてて救急車の方を呼んだということではないかと思います。 

 



 

25 
 

Ｑ：心肺停止というのも要するに息をされてなかった状態だったという。 

 

Ａ：(支援 T)そういう医療的にきちんと確認されたということでは恐らくないと

思います。現場で同僚の方が発見されたということですので、それでその様

子を見てあわてて救急車の方を呼ばれたと。ちょっとやり取りの中で心肺停

止という言葉で聞いたものですからそのまま使いましたけれども、その時に

多分お医者さんがいらっしゃったというわけではないと思います。 

 

Ｑ：ちょっと時系列の確認ですけど、13 時 8 分に救急車を呼ばれて 13 時 20 分

に支援チームに連絡が入って 13 時 26 分に救急車で搬送と言い方されたのは

これは救急車が到着して現場から病院に向かった時間という理解でいいんで

すかね。 

 

Ａ：(支援 T)はい。医療機関に向かった時間が 26 分で 42 分に医療機関の方に到

着したと聞いています。 

 

Ｑ：14 時に亡くなられているのを確認されたということでよろしいですか。 

 

Ａ：(支援 T)はい。そういうことになります。 

 

Ｑ：ごめんなさい。プライバシーの関係で言えないものは言えないというご説

明だったと思うんですが、先ほど政務官も急病人というご説明をされたんで

すけども病気であること自体ははっきりしているんですか。それとも亡くな

られた理由自体がまだきちんと分かっていない把握出来ていないんですか。

病名はまだ言えないけども病気だということがはっきりしているのか、そも

そも病気であるかもどうかも含めて亡くなられてた原因はまだ正式には分か

っていというようなそれはどちらなんでしょう。 

 

Ａ：(支援 T)放射線とかあるいは除染の作業の中での話ではないということ。 

 

Ｑ：ごめんなさい。それは逆に言うとある程度推測がつかれているということ。 

 

Ａ：(支援 T)医療機関の方で死因について判断されたというのは聞いております。 

 

Ｑ：じゃあ今はその具体的な病名については、まだここでは言えないというそ

ういう理解でいいんですね。 
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Ａ：(支援 T)はい。病気という表現が適切なのかどうかというのはちょっとある

と思いますけれども。 

 

Ｑ：ごめんなさい。これ原災本部によるとという形の情報なので言えることは

言えるでご説明いただきたいし、言えないことあるいは分からないことは分

からないとご説明いただきたいんですが。そういう意味合いでいいますと急

病あるいは病気というふうに表現できる何か根拠、情報をお持ちなのかそれ

も含めて分からないということなのかそれはどちらなんでしょうかと伺って

いるんですが。 

 

Ａ：(支援 T)一応死因の方としては我々の方は聞いております。 

 

Ｑ：それで先ほどのちょっと繰り返しになりますけれども、男性のお住まいと

か今日いつからどんな作業をしてたとかはそれは今分からないということで

すね。 

 

Ａ：(支援 T)はい。 

 

○日本経済新聞 黒川 

Ｑ：今の以外の質問でもいいんですか。作業員の死亡以外の質問も続けて。 

 

○司会 

 結構です。 

 

Ｑ：大丈夫ですか。保安院からの東京電力からの報告書に対する評価結果に関

しての質問ですけども。 

 

○司会 

 所属と名前を。 

 

Ｑ：申し訳ありません。日本経済新聞社科学技術部黒川と申します。保安院に

よる東京電力からの報告書に対する評価結果についてですが、ちょっとその

先聞き漏らしたかもしれませんのでもしお話しになってたら申し訳ありませ

ん。これについで評価結果を原子力安全委員会に報告されたと、その続きと

して冷温停止ということになると思うんですけども、それに際して政府から
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地元に出向いて知事などに説明して早ければ16日に首相の方から冷温停止を

宣言されるとか、その辺の道筋が何か決まっていたら教えてください。 

 

Ａ：(保安院)保安院ですけれども、本日原子力安全委員会の方にご報告いたし

まして今後今月の放出量の評価ですとか政府全体で慎重に確認作業を行って

いく。そういうことになると思っています。 

 

Ｑ：ということはまだ冷温停止とかその辺りまで発表出来る段階ではないとい

うことでしょうか。あと原子力委員会の方では受けて結果、今日のうちに何

か進んだところまであれば教えていただきたいんですが。 

 

Ａ：(原安委)原子力安全委員会では先ほど冒頭の説明の中で申し上げたコメン

トを、コメントというか口頭で会議の中でそういうことを申し上げて、それ

以上はありません。 

 

○司会 

 他にご質問のある方。前の方お 1 人。まだ 1 度も手を上げてらっしゃらない

方いらっしゃいませんか。よろしいですか、では後ろの方どうぞ。 

 

○ファクタ 宮嶋 

Ｑ：月刊誌のファクタの宮嶋です。安全委員会の加藤さんにお伺いしたいんで

すけど、先ほど保安院からの報告を受けた班目さんが三つの指摘をされたと

いう中で 1 番目と 3 番目は何となく分かったんですけど 2 番目は通常時の検

査、運営について保安院のその整理を行うというふうにおっしゃったという

んですけど、その整理というのは何のことを言っているか分からないという

のが 1 点ですね。それから当然この先ほどの質問にもありますけども、ステ

ップ 2、冷温停止状態という事を年内にという事を前提の動きだと思うんです

けど、安全委員会としてはですね。年内に何らかの会議で、この結果を受け

てどういうスケジューリングでですね、結果は別ですけど。会議はいつ予定

されているのかっていうのが判れば教えて頂きたいと、それから 2 点目。先

ほどの山形さんのご説明について伺いたいんですけど。先ほど、ポンチ絵と

言うか、後ろについてる紙でご説明いただいてましたよね、そうですよね。

その中の 1 枚目の左側のその冷温停止状態の達成状況参考って書いてありま

すよね。そこに一応 1号機の底部が 45℃で、格納容器の 47℃って格納容器の

方が温度が若干高い訳なんですけど、当然なのはその燃料が格納容器の底に

ですね、溜まっている。1 号機についてはもう 99％っていうのが東電の推計
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だったんですけど、この文書の中ではですね、格納容器内に損傷した燃料が

漏えいしていたとしてもって、書いてあるんですよね。これはね、仮定なん

ですよね。だからこの報告書自体が、未だに燃料がですね、1、2、3号機につ

いて圧力容器にある事を前提にして作ったのかなと、よく解らないんですけ

どね。この資料の右側のポンチで見てるとね、その格納容器の中と圧力容器

を比べますとね、圧力容器の方に沢山燃料が降り積もってるような書き方を

してあるんですよね。だから、これがいわゆる保安院の認識なのか、だとし

たら 2 週間前ですかね、東電さんが実質的には底抜けちゃってたと、格納容

器の底のコンクリートをかなり侵入していたと、いう事を公表されてるんで

すけど。この報告書というのは、そういうことがないことを前提にね、作っ

てるもんなのかね。要するにそれのニュアンスがもう、この報告書自体がで

すね、公衆とか作業員の安全ってことを考えたら、その燃料が今どこにある

のかというのはですね、一番心配なことなんですよね。するとそういうこと

について、このポンチを見ますとね、保安院さんってのはどういうふうなお

考えなのか。特にこの仮定の表現についてはですね、私には理解出来ないん

ですけど、ちょっと揚げ足を取るようなこと申してるかも知れませんけど、

やはりおかしいと思うんですよね基本認識が。その点についていかがでしょ

うかね。 

 

Ａ：(原安委)はい。まず原子力安全委員会ですけども。1点目が班目委員長の 3

点のコメントの内の 2 点目のものですけども。普通の原子力発電所ですと、

普通の状態ですと、例えば 3 ヶ月に 1 度保安検査、保安規定が守られている

かどうか、国の保安検査官が検査するですとか、あと、新たな施設を作った

りする時には、施設の中身にもよりますけれども、作る過程での施設検査で

すとかありますし、あとプラント全体については 13 ヶ月に 1回施設定期検査

というのがあります。また、そういった法定の検査とは別に、保安検査官が

毎日発電所に行って、現場の状況を見て回るという活動も行われてる訳です。

そういった活動が、今の状態の福島の発電所ついてはどうするつもりなのか

というのをはっきりしていただきたいと、例えば保安検査をずっと行われて

きてない訳ですけども、事故発生以来、今後そういうのをどうしていくのか

といったようなところをはっきりさせていただきたいといったことでありま

す。 

それから 2 点目の今後のスケジュールについてというお尋ねありましたけ

れども。今回の、この東電からの施設運営計画その 1 についての保安院の評

価について、今日報告受けた訳ですけども、その 1 については、今日報告を

受けたということで終わりであります。また今後、その 2 以降について保安
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院としての評価結果がまとまれば、また今日と同じように原子炉等規制法に

基づいて報告があるものと考えておりますけども、そこは保安院さんの方で

どのようなスケジュールでやられるのか、まだ我々そこは伺ってないところ

であります。 

 

Ａ：(保安院)保安院ですけれども。まず班目委員長からのお言葉の、その検査

のことについて我々がまず考えていることを、ご説明しますと。先ほどニュ

ースリリースという形のもので、ご紹介をいたしましたけれども。まず、こ

ういう設備、こういう構成でっていうことが決まりましたので、これに基づ

く保安規定の変更をするようにっということで、そのいろいろと細かい運営

上のルールをですね、作るようにっていうふうに指示を出しております。そ

ういう意味で、まずその保安規定ができれば、その保安検査っていうものも

していく事になると思います。そして今現在は、現場に保安院の職員が入っ

て日々、様々な作業に立会いをしておりますけれども。そういうことについ

てはこれから、整理していかなければならないというふうに思っております。

まずそれが 1 点。それと先ほどのご質問でございますけれどもこの資料の中

に、格納容器内に損傷した燃料が漏えいしていたとしてもっという表現を、

何か過小評価的に書かれてるというか、そういう主旨だと思うんですけれど

も。これは我々としては、100％漏えいしているのか、100％漏えいしていな

いのか、それは見てみないと分からないんですが、そのどちらであっても温

度はきっちりと測れていて、仮に 100％漏えいしていたとしても格納容器内の

温度が測れているので、蒸気圧が立ってなくて、蒸気に伴ってセシウムが出

ていないと、そいういうことは確認しておりますので、外部に対する影響は

非常に限定的になっていると、そういうふうに考えておりますんで、我々は

中が 78％なのか 99%なのか、正確なことは分かりませんので、仮に 100％下に

落ちていたとしても、そこは大丈夫だというふうに考えております。 

 

Ｑ：この表現が 100％下に落ちていてもと書いてないじゃないですか。そいうい

うの詭弁っていうんじゃないんですか。 

 

Ａ：(保安院)それは表現の仕方が分かり難いっていうことであれば、申し訳ご

ざいませんけれども。漏えいしていたとしてもという意味は 0％から 100％ま

で、いろいろとありますけれども。漏えいしていたとしてもということです。 

 

Ｑ：という事は、この報告書は基本的にその圧力容器から当然ながら漏えいし

ている事を前提に、書かれているという事ですよね。 
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Ａ：(保安院)前提にといいますか、そういうことがあってもということでござ

います。そして、この右側の図が、なんか下に少ししか落ちてないじゃない

か、そういうイメージでいるのかっていうことでございますが。ご指摘のよ

うに東京電力の方も、今 1号機の方は相当落ちてるだろうと、ただし 2、3号

機については限定的であろうと、そういうこともございますので、平均的な

形で示しておりますが、別に他意があってですね、こういう書き方にした訳

ではございません。 

 

Ｑ：3月 1日以降の事を考えて、やはり最悪を想定してリスクマネジメントって

いうのは何が起こるかっていうことを、想像力を働かせてやるというような

ことは当たり前の事になってるんですけどね。この表現は、普通に読みます

とね、保安院の今日現在の認識はですね、格納容器内に損傷した燃料が漏え

いしていてもっていうのはね、仮定の表現ですよ、これ普通の言葉して。そ

れだったら最初から漏えいしてると何で書かないんですかね。だから、それ

がちょっと私には理解出来ないんです。あの園田さんですね、私はやはりこ

ういう所がやっぱり、保安院が私信じられないんですけれど、こういう表現

っておかしくないんですかね。 

 

Ａ：(園田政務官)いろんな形を私どもですね、想定をさせていただきながら、

従前までは実は前回のロードマップの改訂まではですね、こういった表現は

使ってなかったんですけれも。確かに、皆さん方からも圧力容器内が分かっ

ていないではないかというようなご指摘も頂いてまいりましたんで、ではそ

う言った形をですね、多方面から様々な可能性を考えた上で、しっかりと評

価をしていくっという形を皆さん方にも見ていただこうと、いう事で追加を

させていただいて来た所でございますので、そう言った点では従前よりは大

きな、私は可能性をですね、皆さん方にも知っていただく見ていただくっと

いうのが必要だと、いう形でこういう記述をさせていただいたというふうに

思っております。その点はご理解をいただければと思いますが。 

 

Ｑ：2週間くらい前の新聞の 1面を見たら、実際には格納容器のそのコンクリま

で侵入してるというような書き方をみんなしてて、皆さんそういう事を議論

に考えてるんですけどね。要するに報告書を最初に求めた時は 10 月ですね。

10 月の上旬で、東京電力はそういう、ここ最近では一番私がやっぱり驚いた

ちゃんと推定したそれが出た、2週間前ですよね。今のこの問題っていうのは

そこのところを本当にちゃんと踏まえてやってるんですかね。ですから元々
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要するにこの全段のは圧力容器の底部の温度がおおむね 100℃以下であると、

それをもとにしていわゆるこのステップ 2 を強行するためにそういうふうな

表現をしてるとしか私には思えないんですけど、どう考えてもこういうふう

な仮定の表現というのは、先ほどのような詭弁的な答弁で私はとても理解で

きないんですけど、もう 1 回伺いますけど山形さんこの文章っていうのは、

本当 100％漏えいしてないというふうに言うならそういうふうに書いたらい

いじゃないですか、最初から。100％漏えいしてないという表現なんでしょ、

これ。 

 

Ａ：(保安院)先ほども申しましたように、この漏えいしていたとしてもという

のは 0から 100％までいろいろありますけれども、そのどの場合でもこういう

測り方をしていれば問題はございませんと、蒸気圧が立ってセシウムがその

蒸気に伴って格納容器から出ている状態になっていないという趣旨でござい

ます。 

 

Ｑ：それはだけど 1％漏えいしてる場合と 100％漏えいしている場合で、要する

に格納容器に落ちた後コンクリートに対する侵入とか何かって全然推定値が

違うと思うんですよね。どうして 1％から 100％まで全部くくり付けて大丈夫

だなんてことが言えるんですかね。 

 

Ａ：(保安院)今現在申しておりますのは、事故の 3 月の直近であれば、コアコ

ンクリト反応ってのは進んでいたかもしれませんが、現在は進んでいないと

いうふうに思っておりますし、評価しておりますし、そしてそのこの間のワ

ークショップでの発表と言いますのは、東京電力が仮に 100％落ちていた場合

には 65cm であろうと、そういう評価でありますけれども、そういうことが起

こったとしても今は反応が止まっている、そして我々が一番今実質的に何を

考えなければいけないかというと、放射性物質が外部に出ているかどうかと

いうことでございますので、その放射性物質が出るためには蒸気圧が立たな

ければならないと。そのことは格納容器内の温度を見れば分かるという技術

的なことを申しております。 

 

○司会 

 よろしいですか。では次の方。 

 

○ネオローグ 小嶋 

Ｑ：ネオローグの小嶋です。よろしくお願いします。保安院さんにお願いしま
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す。今回の提出された中期的安全確保の考え方に関する東京電力の報告書の

評価結果についてなんですけれども、これちょっと確認したいんですけども、

これをステップ 2 の評価というか条件という形でよろしいんでしょうかとい

うことと、これが結局流れ的に言うとその1その2含めて保安院が評価して、

その後安全委員会で評価を受けてステップ 2 に関して達成というか、そうい

うことがめどとなるのでしょうかということと、そうだとしたらこの日程の

めどみたいなのがあるのかということを教えてください。もう 1 点、こちら

の保安院のホームページを見たら、この評価結果についてっていうのがリン

ク切れだったのでちょっと確認をお願いしたいです。もう 1 点、先ほどのこ

の説明に関して、多重性でいろいろカバーしているということが説明されて

ましたけど、多様性の部分で何か追加して説明していただけることがあるの

かということを教えていただきたいです。もう 1 点、この中期的安全確保の

考え方の中に、先ほどの説明でなかったのが、先日海洋放出というのが検討

されましたが、東京電力の方から。これに関してつまり、水が大量に発生し

てこれをどう処理するかという部分、観点がこの中に入っていないようにも

見えるんですけども、この点に関してどうお考えなのかということ、またち

ょっと別件なんですけども、淡水化装置、蒸発濃縮装置からの漏えいの追加

指示などが出ましたけども、これは1月31日までに報告となってますけども、

つまりこの漏えいに関する追加対策というのはステップ 2 に反映されないの

でしょうか。年内というめどなんですけども、この点に関して最後のは、一

番最後の質問は園田政務官にも併せてお聞きしたいです。取りあえず以上で

す。 

 

Ａ：(保安院)まずステップ 2 終了の日程のめどでございますけれども、保安院

といたしましては今日安全委員会に報告をいたしまして、保安院としてでき

ることはやってきておりますけれども、この後政府全体といいますか、原子

力災害対策本部ですけれども、これは総理をヘッドにしたほとんどの閣僚の

方が入っておられる会議でございますので、その中での手続き、先ほども言

いましたけど 12 月分の放出量という話もありますけれども、そういう中で政

府全体としての確認作業というのが入ってくるんだと思います。 

 

Ｑ：ごめんなさい、その点に関して。その 2 も含めてですかね。その 1 だけで

すか。 

 

Ａ：(保安院)その 1 だけです。その 1 で循環注水冷却システムについてやって

おりまして、その 2 はがれきの処理だけとか共用プールというふうに、若干
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注水冷却システムとは関係のないものでございますので、これは特にステッ

プ 2とは関係はございません。 

 

Ｑ：分かりました。安全委員会の流れはどうなってるんですかね。 

 

Ａ：(原安委)原子力安全委員会ですけども、その 1 につきましては今日行った

ことで全てでございます。今後その 1については何もやる予定はないです。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

Ａ：(保安院)それと、リンク切れは申し訳ございません、帰って担当に注意を

しておきます。今直ってるそうです。すいません。あと多様性ということで

ございますけれども、例えばこの 1 ページ目の注水のところを見ていただき

たいんですけれども、我々その作動原理が違うものを多様性があると、同じ

ものを幾つか用意するのを多重性というふうに言っておりますけれども、ポ

ンプが 3 台というのはこれは多重性という表現になります。そしてポンプで

はなくて消防車で入れるっていうのはこの多様性っていうことになりますし、

また電気の観点で言えば外部電源、普通の送電線から持ってくるものと、非

常用の発電機又は電源車というものは、これは種類が違いますので多様性と

いうふうに考えております。要は多重性というものは、同じような製品を使

ってますと同じような原因で壊れる可能性があるんですけれども、このよう

に全く作動原理が違うものを使っていれば、一つの原因でも同じように壊れ

ることがないという観点でより信頼性が高まる、そういうことをやっており

ます。 

 

Ｑ：ごめんなさい、この点に関して。今回電源に関して特に多重性という意味

で言うと、一つ空冷だけが生き残って残り 5 台が全部使えなくなったという

ところがありますけど、この点に関してプラスアルファのメタクラが結構浸

水しちゃったというところもあったと思うんですけど、この 2 点に関して何

か考慮は入れたというところはありましたか。 

 

Ａ：(保安院)これはこの図を見ていただきますと、外部電源から来ているポン

プと、高台って書いてあるところにポンプが 3 台ってなってますが、これは

外部電源から来て、その予備の方には非常用発電機の方から来てると。です

から多分ご趣旨は送電線いろいろとか、非常用発電機っていうふうにしてて

も、メタクラが共通にしていれば、メタクラが壊れると全部使えなくなるん
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ではないかというご趣旨だと思いますけれども、そういうことが起こらない

ように高台のポンプへ入ってくるライン、電気を供給するラインと、この一

番下のポンプのようなところは、全くそういう共通の電源盤などを使わずに、

別々に電気を入れるようにしております。 

 

Ｑ：ごめんなさい、ちょっと追加というか、今メタクラのところは分かったん

ですけども、非常用発電機に関して今回空冷、水冷で、空冷のしか残らなか

ったみたいなことがあるんですけども、これは電源車のみで追加対応という

形ですかね。 

 

Ａ：(保安院)いえ、この非常用発電機っていうのは、何て言うんですか、もと

もと発電所にあった大きなものではございませんでして、この比較的小さな

ものでございます。それで空冷、空冷ですよね。空冷の移動式といいますか

ね、そんな普通の発電所にある大きな空冷発電機ではなくて、比較的小型の

空冷の非常用発電機を置いております。そして、プラスアルファ電源車も用

意しておると、まあそういうところです。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

Ａ：(保安院)それと、これから溜まってくる水にどう考えるのかっていうご質

問ですけれども、今回は我々この循環注水冷却システムの技術的な面につい

て評価を終了いたしました。また、そういうことでございますので、技術的

にこのシステムが大丈夫かどうか、多重性、信頼性があるのか、事故が起こ

った場合はどうなのかっていう評価を終了したっていうところでございます。

もう一つ何かあったような気がするんですが。すみません。指示がなぜ 1 月

31 日かっていうことでございますけれども、まず、対策、この 12 月 4 日のこ

とを反映した対策については今回の評価の中に含めております。この事故を

受けて対策を取ると。ただし、これは主にあれですね、評価。これはですね、

流れ出た水の中にストロンチウムが入っておりまして、そのストロンチウム

を測るのが非常に難しくて、普通は 3週間、4週間ですね、測定器の中でじっ

と置いておかないと測れないものですから、そういうことも含めて正式な報

告をいただくにはですね、これは技術的に時間が掛かるということで仕方ご

ざいませんので、そこまでに出してくださいと。そして、根本的な対策を取

ったということをですね、報告をしていただこうと。そういうことで 1月 31

日になっております。以上です。 
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Ｑ：はい。ごめんなさい。1個前の点なんですけれども。聞いたのは、質問の意

図としては大量に水が出ると、海洋放出も先日検討された水の問題がこの中

間、中期的安全確保の考え方に入っているのかというとなんですね。水をこ

れからどうしていくのか、例えば全部タンクに入れていくのか海洋放出も考

えていくのかっていうところなんですけれども。 

 

Ａ：(保安院)その点についてはこのその 1には入ってございません。 

 

Ｑ：この点が入らなくてスッテプ 2 が可能かというところをお聞きしたいんで

すけれども。 

 

Ａ：(保安院)今のところはタンクに溜めて対応するというふうに計画になって

ございます。 

 

Ｑ：東京電力が検討するくらいそれは切羽詰まった状況なんですけれども、こ

れから中期的に 2年、3年という中で、水がどのように処理されるかっていう

ところは決まらないとステップ 2 の冷温停止状態っていうのは言えないと思

うんですけれども。この点に関して、園田政務官はどうお考えですか。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。現時点でですね、まだ私どもとしてもその東京電力が

考えていらっしゃることに対して検討をしっかりとしなければならないとい

う状況でございます。したがって、このステップ 2 はですね、ご案内のとお

り何度も申し上げておりますけれども、冷温停止状態を確保するという形で

その評価というものを今、政府内でも行わせていただいているわけでござい

ますので、それとこの水の言わば除去した部分についてですね、汚染状況の

放射性物質を除去した部分についての水の処理については今後の検討ではな

いかというふうに考えてます。 

 

Ｑ：えっと、放射線物質を除去した水といいますけども、セシウムに関しては

除去技術が今達成されていると考えてもいいかもしれないですけど、ストロ

ンチウム等に関しては除去技術がどれだけ確立されているかということも分

からない状況で、水に関しては後ほどの検討でいいっていう意味がちょっと

分からないんですけど、この点に関して。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。あの、今ですね、今といいますか、ちょうど、何と言

いましょうかね、ちょっと前からですね、内部の中で、東京電力の中でこの
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水処理に関して新たな技術開発を行う必要があるということで検討はしてい

ただいているというのは聞いております。したがって、今後ですねそういっ

たところも含めて新たな水処理装置といいますか、施設といいますか、そう

いったところが加わってくるということによって更にこの安全性というか、

そういったものが確保できる状況により高くなってくるんではないかという

期待は持っています 

 

Ｑ：それは期待であって、年内にその達成されるかっていうとちょっと微妙だ

と思うんですけども、これは含めないという、この水に関しては中期的安全

確保の考え方に含めない、ステップ 2 に関しても含めないという考え方でよ

ろしいでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)保安院ですけど、すみません。東京電力からの報告書では今後も

必要に応じて増設していくっていうふうにな、タンクですね。必要に応じて

増設していくという報告を受けております。 

 

Ｑ：ということは、基本的には海洋放出ではなくて中期的安全確保の考え方を

含めてステップ 2 の考え方というのは全部そういった水はタンクに溜めて海

洋放出はしないという考え方でよろしいでしょうか。分かる方で、保安院さ

んでも、園田さんでも。 

 

Ａ：(園田政務官)まだこの後のステップ 2 後の対応について何か決まっている

ということではありません。 

 

Ｑ：いや、じゃなくて、ステップ 2 後の考え方じゃなくて、ステップ 2 に関し

てこの水の考え方は全部タンクに入れるという、まあ、現状考え方かという

ことです。 

 

Ａ：(園田政務官)今の現時点ではそういう考え方で推移をしております。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

○司会 

 はい。ご質問ある方。えっと、1回目の方を先に優先しまして、じゃあ、真ん

中の後ろの方が 1回目ですね。じゃ、まずそちら、お願いします。はい。 
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○回答する記者団 佐藤 

Ｑ：よろしくお願いします。回答する記者団の佐藤です。東京電力に質問、主

にあります。その前に園田さんに、記者会見の参加区分毎の人数を出してい

ただきましてありがとうございます。7月 19 日以降になっているので、これ

以前の分もその後日出るということでいいのかどうか、確認させていただけ

ればと思います。それで質問、東京電力に。前回 8 日の記者会見で、自己都

合、退職者の数、例年の 3 倍、約 3 倍ということでお答えをいただきました

けれども、これの実数を教えてください。その時に、例えば 20 代何人、30

代何人といったように年齢階層別の人数も示していただけますと助かります。

あわせて、退職者数の中で原子力部門で勤務経験のある人が何人だったのか。

更に原子炉主任技術者の資格を持っている人が何人いたのか、これも教えて

ください。それと、この原子炉主任技術者の資格に関してですが、現時点で

東京電力でこの資格をもっていらっしゃる方が何人いるか、高橋新所長です

とか、安定化センターの小森所長、相澤副社長、松本さんご自身がこの資格

をお持ちかどうか教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。 

 

Ａ：(園田政務官)私から東京電力に依頼をいたしまして作成をいたしましたこ

の記者会見の区分別参加人数でございますが、コンピュータ化されたのが 7

月の 19 日からということでございますので、ここにおいては 2週間位掛かり

ましたですかね、それでも。中で出すことができたということでございます

ので、それ以前のものについてはですね、コンピュータの中に入っておりま

せんので、ちょっと今この時点でできるとはちょっと言い難いのではないか

なと。もしよろしければこれで傾向を大体見ていただければなというふうに

思っておるんですが。 

 

Ｑ：この人数に関してですが、専従で数を数える人が 1 人いれば数日、あるい

は 1 週間位でできるような作業量ということでしたらば、私に直接やらせて

いただければと思っております。それと、この数の文書ですが、記者会見を

見ている人がこの同じもの欲しいという時にどこの役所に要望すれば出ます

でしょうか。クレジットの関係もありますけれども、それをお答えいただけ

ますでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。これ、東京電力の中に入っている物から出してきた物

でございますので、東京電力にお問い合わせをいただきたいと思います。そ

れで、先ほど申しあげたのはコンピュータの中で管理をしたのが 7月 19 日か

らでございますので、それ以外はコンピュータの中に入っておりません。し
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たがって、1人、2人でできるような作業ではないと思っておりますので、大

変申し訳ございませんが、この 7月 19 日からのデータをもって、言わばこの

記者会見の状況を把握していただければというふうに考えてます。 

 

Ｑ：すいません、その 7月 19 日以前ですけれども、どういった状態で管理され

ているんでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)紙ベースでございますので、それ膨大な 4月 25 日からでした

ですかね、そこから毎日、連日の状況でございましたので、相当数の紙ベー

スになります。したがいまして、今からそれを作業としてやるということに

なりますと、想像以上の相当数の事務量になっていくのではないかなという

ふうに思います。 

 

Ｑ：これ参加者 1 人につき 1 枚ということなんでしょうか。例えば、4 月 25 日

の A さんが 1 枚出している、そういう 1 回ごとに 1 人 1 枚というペースなん

でしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)ちょっとその辺は私も見ておりませんけれども、いずれにし

ても相当数のボリュームでございますので、それを今、事務的に作業に着手

ということはちょっと私では測りかねるなというふうに考えております。 

 

Ｑ：規模によっては、私に直接やらせていただけないかというふうにも思って

います。それと、この数字の確認ですけれども、参加した記者に限定した人

数でいいでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)えーとですね、他の記者だけかどうかちょと確認はしておき

ますが、恐らくどうですかね、そこに記入した物だけに限定されているんで

はないかというふうに思います。 

 

Ｑ：音声。 

 

Ａ：(園田政務官)記者だけねすね、記者だけ。 

 

Ｑ：記者のみで。 

 

Ａ：(園田政務官)記者だけですね、記者のみがそうです。 
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Ｑ：はい、分かりました。ありがとうございます。そうしましたら作業量がど

れくらいになりそうなのか、およそ見積もりと、私が、やらせてもらえるか

どうか。 

 

Ａ：(園田政務官)すいません、記者とカメラマンだそうです。それで、あとそ

れ以外について外部の方に大変恐縮ですが、そのデータ等をタッチさせると

いうわけにはちょっとまいらないというふうに思いますので、その辺は申し

訳ございませんが、ご遠慮いただければと思います。 

 

Ｑ：ではそうしましたら、ちょっと数が多くなって恐縮なんですけれども、7月

19 日以前の分もよろしくお願いします。 

 

Ａ：(東電)東京電力でございますが、前回もご説明させていただいたとおり、

退職者の数、それから年齢別の内訳、部門、それから原子炉主任技術者の資

格の有無等に関しましては、お答えを控えさせていただきたいと思っており

ます。それから、原子炉主任技術者が何人いるかにつきましては、ちょっと

確認させていただければと思います。 

 

Ｑ：はい、その原子炉主任技術者の退職した方の実数も出せない、あらゆる理

由で出せないということなんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)はい、退職した人数、それから年齢別、原子力部門かどうか、原子

炉主任技術者の免状を持っているかどうかについてはお答えできません。 

 

Ｑ：一応、理由を聞かせていただいてかまいませんか。 

 

Ａ：(東電)私どもといたしましては、こういった退職者数の理由、年齢別の構

成等は、従来からお答えさせていただいておりませんし、今後も何か特別な

事由がない限りお答えは控えさせていただければと思っております。 

 

Ｑ：ただ今後のリストラ計画と呼べばいいんでしょうか、そういったところと

も関係してくると思いますし、原子炉部門での勤務経験が有るなしで、退職

者が例年よりかなり多いとか、あるいは主任技術者持ってる人がかなり辞め

ているとか、そういった状況が分かるかどうかというのは、案外重要なこと

ではないかと思うんですが。 
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Ａ：(東電)はい、私ども原子炉の事故の復旧など、適切に対応できるような人

員の配置は進めてまいりたいというふうに思っております。 

 

Ｑ：それを見て、こちらで確認をできるということで、こういった人数も示し

ていただけないかとは思っております。園田政務官、この辺り出さなくてい

い情報なのかどうかお考えありますでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)私がちょっと判断はしかねますので、東京電力によって、そ

の部分については社内の規程等があろうかというふうに思いますので、その

規程に従ってきちっと対処してもらえればいいと思います。 

 

Ｑ：出る数字がある方が、広報の都合ですとか、あるいは知る権利との関係で、

望ましい在り方ではないかと思うんですけれども。園田政務官、お考えをお

聞かせいただけますか。 

 

Ａ：(園田政務官)その点については、行政文書であるならば、私どもも、お答

えをする責務は出てくるのかなというふうに思いますけれども、これは東京

電力の内規の問題であろうというふうに思いますので、私どもで何か判断を

するということにはならないと思います。 

 

Ｑ：原子力部門での勤務者で、どれくらい辞めている人がいるとか、資格を持

ってる人がどれだけ辞めたとか、そういったようなことに関しは、政府とし

ては、あんまり関心がないという理解でいいでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)余りというか、きちっと事故収束に向けての対応が東京電力

で行うことが、私どもの最大の関心事であり、それに対してどのような作業

をやっているか、それを監視する、チェックするというのが、政府の在り方

でございます。 

 

Ｑ：東京電力から政府に、そういったことを報告したりはあるんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)いえ、ございません。私どもとしては、着実に事故の収束等の対応

にあたっていきたいというふうに思っております。 

 

Ｑ：分かりました、ありがとうございました。 
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○司会 

 ご質問ある方、前のお 2 人と、後ろお 2 人、続けてお願いします。それとそ

ちらの女性の方。1、2、3、4、5番目でお願いします。 

 

○東京新聞 志村 

Ｑ：東京新聞の志村と申しますが、保安院のお 2 人、どちらかにお答えいただ

きたいんですけれども。先ほど、その 1の承認と言ったらいいんでしょうか、

この手続きが終わればステップ 2 終了の目安というか、契機になるみたいな

お話しだったと思うんですけど、その 2 については、これ確認ですけども、

その 2 についてはステップ 2 の終わったという判断には入らないということ

でいいんですか。 

 

Ａ：(保安院)入りません。 

 

Ｑ：そこでなんですけれども、冷温停止状態の達成状況で放射性物質の放出が

抑えられてる状態ということなんですけれども、まだ有るがれきとかですね、

これから発生する水、先ほどお話しが出てましたけれども、微量でも放射性

物質を含むということで、これの管理についての方針がその 2 に入ってると

いうことで、一般で普通の認識で考えると、その 2 についてのちゃんとした

ものが出てこないと、冷温停止判断しちゃいけないと思うんですけれども、

それについてはどういうバランスをとるというか、どう解釈したらよろしい

ですか。 

 

Ａ：(保安院)冷温停止状態を達成するというのが目標になっておりますので、

その冷温停止状態、おおむね 100℃以下ということと、測定をして放射性物質

が余り出ずに、周辺に対する影響が少ないと、そういう数値的なことと、そ

れは単に一瞬ではなくて、中期的に維持できるかどうかということを確認し

なければならないということでございますので。そしてまた、事故が起きた

場合、どういう外への影響があるのかというのをキッチリと評価していく。

そういうことをもって循環注水冷却システムが中期的に動くのかどうか、安

全なのかどうかということを技術的に評価をしてるわけです。その 2 のとこ

ろには、がれきをどういうふうに積むのかとか、3号機 4号機の上からの撤去

の作業ですとか、共用プールですけれども、共用プールなどは余り震災にあ

っておりませんので、現状復帰して、基本的に現状復帰をしていく方針です

とか、又はキャスクの保管庫をどうしていくのかという話しでございますの
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で、この循環注水冷却システムとは離れたところでの話しでございますので、

ステップ 2 終了とはリンクしていないと、そういうふうに整理してございま

す。 

 

Ｑ：その水についてなんですけど、この間も行き場がそろそろなくなってると

いう話しで、海に流さなきゃないんじゃないかという話しも出てる中で、放

出が抑えられてる状態っていうふうに言っているのは、先ほどの資料をいた

だいた横長なやつなんですけれども、あくまでも蒸気発生に伴う放射性物質

の放出は抑制されてるという、あくまで温度に注目してるということですか。 

 

Ａ：(保安院)ステップ 2 については、格納容器からの気体状といいますか、気

体状の放出を目標にしております。 

 

Ｑ：ということは、そのステップ 2 の終了については、水処理に伴って出てく

る放射性物質のかすですか、ごみというのは、特に条件に入ってないという。 

 

Ａ：(保安院)入ってないです。 

 

Ｑ：当初から入ってないですか。 

 

Ａ：(保安院)当初から入ってないです。 

 

Ｑ：分かりました。東京電力さんに質問なんですけれども、先ほど必要に応じ

てタンクを増設するというような説明をされていると保安院の方が言ってま

したけれども、とするとタンクを増設することにして、海への放出という可

能性というのは、少なくなってきたという理解でいいですか。 

 

Ａ：(東電)はい、今のところタンクに保管することも検討しておりますし、ま

だ別の方法もあろうかということについて具体的な決定した事項は今のとこ

ろございません。 

 

Ｑ：ということはタンクを増設するために敷地を広げるとか、まだそういった

こともまだ未定ということでいいですか。 

 

Ａ：(東電)はい、敷地を広げるといいますかタンクの増設場所を確保するため

に新たに森林伐採を進める必要性はあるかと思っています。 
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Ｑ：また敷地を広げる可能性はあるということですか。それは。 

 

Ａ：(東電)タンクの増設場所という意味ではタンクを増設する場合には敷地を

造成することになります。 

 

Ｑ：近々の予定ってありますか。 

 

Ａ：(東電)まだ具体的な作業計画そのものはまだ未定です。 

  

Ｑ：っていうことはその 14 万トンから更に上積みするという理解でよろしいで

すか。 

 

Ａ：(東電)はい。年末までに 14 万トンのタンクの増設計画で仕事の方を進めて

おりますけれども、年明け以降どういうふうに増設するかについてはまだ未

定です。 

 

Ｑ：一応現時点では 14 万トンが上限というかそれが最大という理解でいいです

か。 

 

Ａ：(東電)はいそうです。年末までの設置計画は 14 万 m３というところでござ

います。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

○司会 

 後ろ。 

 

○読売新聞 佐藤 

Ｑ：読売の佐藤です。すいません先ほど保安院の評価結果の後ろに 3 枚簡略的

な説明が付いてたのでそれについて保安院と東電さん幾つか教えてください。

一つは温度の原子炉圧力容器と格納容器の温度の話しの中で、保安院のいわ

ゆる本ちゃんの報告書の方には温度計の誤差が 20℃程度見込まれるので原子

炉圧力容器の底部温度について約 80℃以下に維持することが必要だというよ

うな記述があって、後ろのこの 3枚ぺらのところの 2号機の格納容器が 83℃

という微妙な温度なんですけども、今日安全委員会でも結局原子炉の中の本
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当の燃料の部分がどうなっているかはよく分からない。所詮燃料の位置はシ

ミュレーションの結果でしかないという議論がある中で、ここが例えばこの

80℃ちょっとという微妙な温度だった場合に冷温停止の判断というのは可能

なんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)保安院です。温度計につきましてはある程度誤差があるというの

は当初から予見してましたので、この表現のところもおおむね 100℃以下とい

うふうにしております。ですから 1℃2℃の差ということで厳密に判断出来る

ようなものではないと思っております。また特に 2 号機につきましては建屋

がきれいに残っておりまして、ブローアウトパネルっていう 1 箇所だけが空

いてます。そこから放射性物質の放出量というのは、ですから比較的正確に

測れるわけですけれどもそこから量は非常に少ないというのも 3 号機なんか

に比べても少ないというのも分かっておりますので、そういうことを勘案す

ればおおむね100℃以下ということも誤差を勘案してもおおむね100℃以下だ

ろうと思いますし、また放出量についても非常に少なくなっているというふ

うに判断しておりますので特段問題はないと思っております。 

 

Ｑ：すいません。あんまり重箱の隅つつくような質問はするつもりはないんで

すけど、放射性物質の放出量は確かに建屋が比較的健全なので問題ないと思

うんですけど、これまできっちり 100℃を下回らせようということで誤差も見

込んでしっかり抑えようという目標で多分統合会見でもこれまでずっと議論

が進んできた中で、直前になって 1℃や 2℃どっちにしても良く分からない誤

差の範囲だからおおむね 100℃だからいいでしょうと言われても、何か言葉が

悪いんですけどご都合主義的な解釈にも取れなくもないんですけどもそうい

うことは無いんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)保安院ですけれども圧力底部温度がおおむね 100℃以下というのは

7月の、月に 1回の発表の時からずっと使わさせていただいております。 

 

Ｑ：ごめんなさい。そういう意味じゃなくて、もちろん表現としてはおおむね

とはおっしゃってますけれども実際には今までの議論の中で1℃か2℃だった

ら上回っててもいいですよねというような議論は一度も無くてきっちり

100℃以下にしましょう。100℃以下にする中でどうも温度計に 20℃くらい誤

差があるから 80℃以下にしましょうという議論をされているんだと思うんで

すよね。そうするとそこで 2、3℃オーバーしてもおおむねの範囲だからいい

んだという説明がご都合主義的ではないんでしょうかという質問なんですけ
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ど。 

 

Ａ：(保安院)どのように取られてもあれですけども、我々としては当初からそ

のある程度の誤差というのは見込んでおりましたのでそのおおむね 100℃以

下ということをずっとご説明してきたわけでございまして、今初めて具体的

な質問をされたのは始めてなのでそういうご説明をさせていただいたんです

けども。 

 

○司会 

 ちょっと東京電力から今の点補足説明するということです。 

 

Ａ：(東電)はい。当社から少し補足説明させていただきますが、確かにおおむ

ねということで考えておりますけれども、現実問題としても先週の土曜日か

ら原子炉への注水量を各号機とも増加させています。その結果といたしまし

て圧力容器の温度、格納容器の温度もそれぞれ低下傾向に転じておりまして、

いわゆる十分コントロール下にあるというふうに思っております。ご指摘の

格納容器内の温度も 2 号機ですと 73℃72℃というような状況でございますの

で、かれこれ 10℃近く下がってきておりますのでまた現実のプラントの状況

としては冷温停止状態を達成している条件としてはそろっているというふう

に考えております。 

 

Ｑ：ごめんなさい。じゃあ別の質問で追加で。後その同じ 3 枚目の右側の方で

非常に厳しい条件を想定して12時間注水が止まった場合でも敷地境界での実

効線量は年間1mSvを下回るという表記があって報告書本体の方を拝見すると

ちょうど 4 ページの下から 5 ページに掛けてだと思うんですが、東電さんが

本来最初に出ているものは 3 プラントで 11.1mSv という表記があってその上

でこの評価が非常に保守的だったので別途評価したら1mSv下回るというよう

なご説明の書き方をされてるんですが、この別途 1mSv を下回るケースという

のは同じように 12 時間注水が停止した場合という理解でいいんですか。 

 

Ａ：(保安院)はい。そのとおりです。12 時間停止した場合どうなるかといった

評価を、東京電力がまず出したこの表の中の東京電力の解析というのがござ

います。ここを見ていただきますと 12 時間注水が停止した。その後どういう

水を入れるかという前提で東京電力の方は 100℃の水を入れるというふうに

なっておりまして、これはちょっと保守性が大きすぎるのではないかと。普

通どんなに夏場で熱くてもプールの水とかタンクの溜まり水が 100℃になる
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ということは有り得ないだろうと。大気温で考えれば気温が 30℃、若干タン

クの中なので40℃。それでも余裕を見て50℃というのが保安院側の設定です。

ということでここが違うということ、それと中の温度の伝達の仕方のモデル

の作り方なんですけども東京電力の方法は平行平板モデル。原子炉の中が燃

料の部分と上の材料の部分ていうのが非常に広い平板状になっているとして

仮定をしていると。そうすると計算は非常に楽なんですけれども結果は非常

に保守性が大きくなりすぎるということでございますので、保安院から JNES

に依頼したやり方は三体間輻射でかつ中は当然原子炉の横の壁は筒状にして

燃料も円盤のようになっているとそういうようなモデルで計算をしていただ

きました。そしてまた一応 JNES にもちょっと無理な仮定なんですけども注水

温度を 50℃の場合と、それと無理な仮定なんですけども 100℃の場合も一応

やっていただいたんですが結果を見ますと、東京電力が 3.7 に対して 50℃で

注水するということであれば 4.8×10 のマイナス 3乗ですから 0.0048。100℃

にしてもですね、0.29mSv ということで、かける 3をしても 1mSv を下回って

いるという状況でございます。本日、原子力安全委員会の方にご報告にまい

りましたけれども、久住委員の方からはですね、少しこの東京電力の評価は

保守性が大き過ぎるのではないかと、よく指導するようにっていうコメント

もいただいておりまして、少し保守性が大き過ぎるのかなということで、こ

れは不採用と言いますか、我々の評価の中ではこれは採用はしなかったとい

うことでございます。 

 

Ｑ：ちょっとベーシックなとこですけど、これの下の実効線量は 1 機当たりと

いう理解でいいんですかね。 

 

Ａ：(保安院)はい。すいません、1 機当たりで 12 時間の注水停止が起こって水

を入れて、そこから敷地境界に 1 年間経ち続けた場合、どれだけ被ばくする

かとそういう評価になってます。 

 

Ｑ：すいません。ちょっと松本さんに確認したいんですけど、このモデルが今

保守性が大きいということで不採用になった場合ですね、以前に炉注水がい

つ間止まると再溶融にいたるかといった確か試算があったと思うんですが、

その試算の評価は変わりますか。それは影響されないですか。 

 

Ａ：(東電)私ども、当然先ほど山形さんの方がおっしゃったモデルで計算して

おりますので、その試算結果そのものもかなり保守性を持っています。した

がいまして、新しいモデルで計算しなおしますと、同様にもう少し時間とし
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ては延びることになります。 

 

Ｑ：その新しいモデルで計算数字っていうのはお手元にはないんですよね。 

 

Ａ：(東電)当社といたしましては施設運用計画のその 1 で出させていただいた

ものが全てでございまして、今後、保安院さんのご指示等に従って、実際の

モデルの組み立てですとか、精度を上げるということに対しまして考えて行

きたいというふうに思っております。 

 

Ｑ：すいません、そうするとその 1 をちゃんと読めばいいんですけど、その再

溶融までの時間っていうのはすいません、1、2、3号機それぞれ何時間だった

でしょうか。ちょっと保安院さんと別の質疑ちょっと後 2、3あるんで、確認

してもらえれば。 

 

Ａ：(東電)確認させてもらいます。 

 

Ｑ：それとすいません、保安院さんに後 2 点だけ。次のページの原子炉におけ

る臨界防止の方で22時間ホウ酸が注入出来ない場合という評価がありますけ

ど、これはあくまで原子炉への注水は続いている上で、更にホウ酸水に関し

ては 22 時間注入出来ないっていうそういう理解でいいんですよね。仮定とし

ては。 

 

Ａ：(保安院)ご指摘のとおりです。注水は続いているんですけど、例えばこの

丸いピンク色のタンクが入っているのと入っていないのとありますけれども。

これは地震が起こった時に揺れ方が異なって共倒れにならないようにという

配慮でそうしているんですが、それでもこの二つともタンクが使えなくなる

と。そうすると仮設プールを組み立ててホウ酸を溶かさないといけないもの

ですから、それに必要な時間が余裕を見て 22 時間ということですので、そう

いうようなことが起こっても敷地境界で 0.54 ということですので、十分低い

であろうという評価になっております。 

 

Ｑ：その分、通常の注水は続いた状態のままということですね。分かりました。

後もう 1 点だけ、保安規定をですね、この施設運営計画に併せて作り直しな

さいという指示についてはいついつまでに提出せよという期限が切ってない

と思うんですが、これはすいません、具体的に言うと、例えばステップ 2 が

年内に終了した場合は理屈上はステップ 2 の翌日には本来は出来ていないと
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いけない性質のものだと思うんですが。例えば、保安院として具体的に目安

いついつまでに出さないといけないとかって、その辺の目安はどうでしょう

か。 

 

Ａ：(保安院)保安規定ですけど、これは保安院でございますが、これは施設運

営計画が出てきておりますので、速やかに出していただくと。その上で当然

変更認可になりますので、一定の審査期間は必要だと思いますけれども、提

出そのものは速やかに出していただきたいと思っております。 

 

Ｑ：すいません。速やかに出すのはある種ごく当然だと思うんですけど、あえ

て逆に言うと、いついつまでにという期限を切らなかったのはなぜなんでし

ょう。 

 

Ａ：(保安院)もちろん今でも必要なパトロールとかやられてますけど、この施

設運営計画に併せて改めて保安規定の内容を見直して、必要なものを追加し

ていただくとかいうことをやっていただく、それは東京電力の方でしっかり

と検討していただく必要がございますので、これは特に期限ということは決

めておりませんけれども。基本的にはこのような形で施設運営計画その 1 に

ついては取りまとめておりますので、速やかに出していただけるものと思っ

ております。 

 

Ｑ：すいません、質問は速やかに出す中でなぜ期限をあえて切らないんですか

ということに対して、ごめんなさい、今のお答えですと、期限を切らなかっ

た理由があんまり良く分からなかったですけど。 

 

Ａ：(保安院)基本的には東京電力でしっかり考えていただくべきものというこ

とで、あえて期限までは付けておりません。 

 

○司会 

 それでは後ろの方。 

 

○フリー 木野 

Ｑ：フリーの木野ですけれども。まず 1 点、保安院にですね。今のこの施設運

営計画なんですけれども、汚染物の廃棄物に関してタンク増設という記述が

あるんで大丈夫だというお話なんですが。施設運営計画は今後その 2、3年の

中期的な期間をめどにしていることを考えると、タンクの増設で 3 年間はこ
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れでもたせるというふうに保安院は認識しているということになるのでしょ

うか。これ確認できればと思います。それからもう 1 点。使用済燃料プール

の水位低下が 14 日間で 2m というお話があったと思うんですけれども、3月の

事故時の進展よりかなり時間が長いように思うんですけれども、これはどう

いう理由でしょうか。それからもう 1 点。原子炉への注水、それから使用済

燃料プールへの注水、その他いろいろな事象がこの中で個別に記載されてい

るんですけれども、全体が一気に止まった場合の評価というのはこれはどう

いうふうになるんでしょうか。状況が随分変わると思うんですけれども。以

上、3点お願いします。 

 

Ａ：(保安院)タンクにつきましては東京電力からはですね、今後も必要に応じ

て増設していく、そういう報告を受けております。それと、プールの水位の

下がり方が事故当初に比べてゆっくりなんじゃないかということでございま

すけれども、これは燃料上大体 6m の所にございまして、6m の所から 2m の所、

4m 下がってくるのに 4号機で 2週間ほど余裕があるっていうことです。これ

は使用済燃料といいますのは、日に日に熱を出す力が弱まってまいります。

多分 3月から 10 月まで具体的にどれだけ下がったかあれですけど、多分半分

くらいに減っていると思います。そういうことで、出す熱が少なくなってい

るので蒸発量が減って余裕が出来てくるということであります。それと、全

体一気に止まるというご趣旨がちょっと分からなかったんですけど、我々は

例えば炉注水設備につきましては、消防車意外は作ったものは全て使えない

という、ちょっと普通では考えられないんですけれども、そこまでを想定し

て事故の評価をしております。 

 

Ｑ：そうしたら、最後の点から全体が止まったらというのは、要するに今回の

事故の場合は正に炉心への注水、使用済燃料プールへの注水、電源確保、そ

ういったものが全て一遍にダウンしたわけで、そういった状況というのがこ

こでは想定されていないようなんですけれども。要するに、個別の事象が個

別で起こった場合にはこの時間で対処出来ると思うんですけれども、これこ

こに書いてあることが全部一遍に起きた場合にどうなるかというのはどうな

のかなという質問なんですが。 

 

Ａ：(保安院)今のご質問ですと、例えば何らかの原因で注水設備が全て使えな

くなるということに対しては、今 3 時間程度で消防車による注水が再開が可

能というふうに訓練を行っております。ですから、そして、プールの方も壊

れたということですけれども、そうしますとプールの方は 2 週間の余裕がご
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ざいますので、この注水の復旧を三時間程度でやって、そこを確実に動かし

てから、見届けてから、2、3 日後にコンクリートポンプ車は発電所の中にま

だありますので、これはそこに持ってくるのに一日もかからないと思います

ので、十分対応は可能だと思います。 

 

Ｑ：そうすると、全体が 1 度に落ちても、それぞれの事象に時間のずれがある

ので、対処ができるという、そういう考え方になるんでしょうかね。 

 

Ａ：(保安院)はい。特に燃料プールについては、十分、2週間ぐらい余裕がござ

いますので、更に一番短い 4 号機で 2 週間程度で、他のものは、例えば 1 号

機ですと 3ヶ月余裕がございまして、2号機は 42 日、3号機も 47 日余裕があ

りますので、3月の時と比べますと非常に余裕があって、プールのことは取り

あえず 2 週間後でいいというぐらいの状況にはなっているということでござ

います。 

 

Ｑ：その 4 号機のプールなんですけれども、3 月から 10 月までの間に崩壊熱が

半分に下がっているというのが、ちょっとよく分からないんですけれども、

燃料プールの中に入っているものが、もう既に崩壊熱が一定程度下がってい

るものが、なぜ半年で更に半分になるのかというのは、これはどういう計算

なんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)半分というのは、ちょっと概算なのであれです。正確に東京電力

さん、数字持ってますですかね。３月と今のオリゲンデータ。あの、使用済

燃料プールが、なぜ熱を出すかと言いますと、使用済燃料の中には当然、分

かりやすい例で言いますと、ヨウ素ですとかセシウムというのは、普通であ

ればある程度燃料を使った後に、セシウムですとか、そういうのは入ってい

るわけです。それを核分裂生成物というふうに言いますけれども、そういう

ものが更に核分裂を起こしたり、アルファ線だとかベータ線を出すので熱を

出すんですけれども、原子力発電所が停止した直後といいますと、まだ変な

言い方ですけど、ホットと言いますか、たくさんの放射性物質がポンポン出

てて、それに伴う熱が出てると。それが徐々に徐々になくなっていく。 

 

Ｑ：はい、ただ、ごめんなさい。使用済燃料プールの中に入っている燃料は、

出したばかりではないですよね。 

 

Ａ：(東電)4 号機は当時定検中でございまして、原子炉内の工事をするために、
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原子炉に入っていた燃料は全て使用済燃料プール側にあります。しがたいま

して、当時は約 3 ヶ月か 4 ヶ月ほど運転して止まった後の燃料が全てありま

したので、発熱量としては相当大きい状態でございました。それが今回、9

ヶ月ほど経っておりますので、ほぼ一年程度冷却ができているというような

状況ではございますので、その分、発熱量が減っているということになりま

す。 

 

Ｑ：具体的にはどれだけ減ってるんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)データそのものはございませんが、現在 10 月の時点での崩壊熱は、

1.15 メガワットと。10 月 17 日の崩壊熱としては、4号機が 1.15 メガワット

で私どもとしては評価しております。 

 

Ｑ：それは、1、2、3、はそれより大分、どのぐらいの数字なんですか。 

 

Ａ：(東電)はい。1 号機が 0.14 メガワット、2 号機が 0.43 メガワット、3 号機

0.39 メガワット、4号機 1.15 メガワットで、いずれも 10 月 17 日の時点の数

字です。 

 

Ｑ：ありがとうございます。もう 1 点、その 4 号機なんですけれども、燃料上

に今 6m まで水位があって、4m 下がるまでにと言うんですが、これはスラッシ

ング等で水位が下がるというのは、評価には入ってないでしょうか。要する

に、揺れた場合に、そのまま水位が残っているもんなんでしょうか。ちょっ

とその辺が、地震等で揺れた場合というのは、水は出ないでしょうかね。 

 

Ａ：(東電)はい。スロッシング等で多少出ますけれども、多くてもそんな 1m も

下がるような状況ではございませんので、その中に吸収できるというふうに

思っております。有効燃料上部 2m というふうな形で我々が設定させていただ

いてるのは、これだけ水を被っていますと、いわゆる原子炉建屋の 5 階での

活動に、制限を与えない線量と、水を被っている遮蔽効果を見込んでの 2m と

いうことでございます。したがいまして、燃料が露出するのは、更にこの 2m

分が蒸発した後ということになりますので、4号機で申しますと、更に 3週間、

トータルで言いますと 3週間ほど時間が掛かるという状況でございます。 

 

Ｑ：分かりました。そうしましたら、最初の 1 点。タンクなんですけれども、

これは先ほど東京電力のお話だと、具体的には未定ということだったんです
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けれども、保安院は、その辺はどう評価されてるんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)現在の増設計画というのも聞いておりますし、今後も必要に応じ

て増設していくということでございます。そして、どこにどう作るかという

ものまでは、我々まだ確認しておりませんけれども、そういうのが明らかに

なった段階で、確認をしていきたいというふうに思っております。 

 

Ｑ：いや、増やすというのは、それは言えるとは思うんですけれども、具体的

な中身がないと、余り報告書としての意味というのは、どうなのかなという

ふうにも思えるのですが。 

 

Ａ：(保安院) タンクを作ることに対して、そう技術的に大きな課題はないと

いうふうに思っておりますけれども。 

 

Ｑ：いや、技術的なことではなくて、その他の理由でいろいろ課題があると思

うんですけれども。現状、東京電力が先日、外に出すというところまで話を

している一方で、いろいろ反響があったので、タンクに溜めますという話だ

ったんですけれども、全ての課題がそれで解決されたわけではないですよね。

保安院としては、あくまでも技術的な部分だけを見ていくということになる

んでしょうかね。その周辺にある状況というのは、余り勘案されない感じで

すか、今回は。 

 

Ａ：(保安院)今回は、技術的評価のみを行っております。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

○司会 

 どうぞ。 

 

○NPJ 日隅 

Ｑ：NPJ の日隅ですけれども、今の点なんですけども、技術的評価というのは、

現状に則した形じゃなきゃ意味がないわけで、そもそも設置する場所がない

というふうに言われて、もう外に放置するしかないと言われてるのに、何か

保安院の方で、つまり国の方で、そういう設置する場所を新たに確保してる

とか、そういう具体的な事情があるんですか。具体的な対応策がないにも関

わらず、ただ技術的にタンクを作ることは簡単だから、タンクを増やせばい
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いんだっていうんだったら、具体的な話は全くないですよね。 

 

Ａ：(保安院)すいません。ちょっとご趣旨がよく理解できないんですけれども、

我々は今聞いている話というのは、ここの報告書に書かれていることを聞い

ておりまして、今後相当期間はこれでちゃんと対応していただけるだろうと

いうふうに思っております。 

 

Ｑ：つまり報告書というのは、その 1という主旨でしょ。 

 

Ａ：(保安院)そうです。 

 

Ｑ：だけど、1の後、具体的に東京電力の方から、足りないんだという話がもう

既に出てるわけですね。で、本来その 2 の方に、その話も盛り込んで、中期的

に水の処理をどうするかということを盛り込もうというふうに言ってた。それ

は保安院さんもその予定ですというふうに会見では言ってた。ところがその日、

突如それを削除したものを発表されたわけですよね、東電さんが。だから、そ

もそも評価する対象に入っていたのに、それを単に抜いて、だから安全なんで

すって言われても、それはルールを変更しているだけであって、実質的に則し

た形での評価じゃないんじゃないですか。 

 

Ａ：(保安院)あの、ちょっと事実関係があれですけれども、保安院の誰がいつ

そういうことを言いましたでしょうか。 

 

Ｑ：森山さんが言われましたよ。 

 

Ａ：(保安院)私が申し上げたのは、その水のことも含めて、その 2 に入ってく

るということを申し上げました。その趣旨は、元々その 2 というのは、被ば

く評価の項目がございますので、これは当然、海洋に放出するかしないかに

よって被ばく評価が変わります。その 1 には、必要に応じてタンクを増設す

ると、こういうふうにありますので、そこでは何ら矛盾はないと考えており

ます。 

 

Ｑ：それは単にですね、地震。 

 

Ａ：(保安院)すいません。私はその時に方針は決められたとは聞いておりませ

んということも申し上げております。 
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Ｑ：入る予定だというような趣旨のことは言われたと思うんですよ。全く入ら

ないというふうに聞かれてるということじゃなかったと思うんですけども。 

 

Ａ：(保安院)私は水の放出がされるということは、一言も申し上げておりませ

ん。 

 

Ｑ：まあ、じゃ、そこは置いといて。少なくとも現状で、東京電力の方が、3 年

間のタンクを設置する場所が確保できたというふうに言ってるわけじゃない

んだから、そのことを想定しないというのは、単に目と耳を塞いでるだけで

あって、それは保安院としての仕事をきちんとやってないんじゃないですか。 

 

Ａ：(保安院)我々は東京電力から海洋放出だ何だかんだって話は一切報告は受

けておりません。我々が正式に報告を受けているのは、今後も必要に応じて

増設していく、そのことだけです。 

 

Ｑ：それはその 1 の段階での話でしょ。その後の事情を考慮しないでいいんで

すかと言ってるんですよ。その後東京電力は敷地内で設置できないからもう

無理だから放出させてくれというふうに言って根回しをしてもらったんじゃ

ないですか、漁協とかに。それで漁協とかの反発があったからそれはできな

いからそれは撤回した。だけどじゃあ具体的にどういうふうに設置するかと

いうことについては全くノーアイデアじゃないですか。それでどうして中期

的に確保できてるというふうに言えるんですか。 

 

Ａ：(保安院)すいません、東京電力がどういうことをしてるのか分かりません

けれども、我々が正式に報告を受けているのはその 1 の報告の内容でござい

ます。 

 

Ｑ：じゃあその後東京電力の方が、敷地が足りないからタンクの増設はもう無

理ですと、3月末からはもう外に放出しなきゃいけないんですというふうに言

った事実については目を塞ぐと、耳を塞ぐと、そういうことですか。 

 

Ａ：(保安院)正式に報告があった段階で確認していきたいと思います。 

 

Ｑ：それを報告を受けないで、冷温停止状態うんぬんって話が言えるってのは

意味が分からないんですけど。つまり冷温停止状態については、循環注水冷
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却システムの中期的安全を確保していることが前提なわけですよね。これは

一番最新の道筋を見ているんですけれども、冷温停止状態とは確かに 100℃以

下だということと、放射性物質の放出の管理が敷地境界において 1mSv/年以下

にすることを目標とは書いてありますが、その後 2 条件を維持するため、循

環注水冷却システムの中期的安全を確保してることっていうのを書いてある

わけですよね。そうすると、そのための注水システムの中におけるタンクの

確保ということができてなければ、中期的安全ってのは確保されてるっての

は言えないんじゃないですか。 

 

Ａ：(保安院)何度も繰り返しになりますが、我々が正式に報告を受けているの

は、今後も必要に応じて増設していくということでございますので。 

 

Ｑ：そういうことで津波が防げなかったんじゃないんですか、今回。いろんな

情報が出てて津波が、想定外の津波が来るとかっていう話があったにも係わ

らず、それを報告を受けてないからそのことについて目を塞いだから、津波

に対する対応ができなかったんでしょ。茨城県の東海村はきちんとそれをや

ってるじゃないですか。茨城県の指示で、国が指導しなかったけれども、茨

城県独自に津波が来るということで 1m 壁を増設して、それによって確保でき

たんですよ。保安院はそういう今回の津波のことについての反省を踏まえな

いんですか、全く。 

 

Ａ：(保安院)何度も繰り返しになりますけれども、今後も必要に応じて増設し

ていくっていうのが東京電力から保安院に対する正式な報告ですので、この

方針を守っていただきます。 

 

Ｑ：その報告が今の段階でも維持ができてるかどうかの確認をするつもりもな

いんですか。あれだけ新聞で報道されたし、東電さん自身もこの席で、3月末

になったらいっぱいになるんですっていうことを明言されたんだけれども。

それにも係わらずそのことについてチェックしないんですか。 

 

Ａ：(保安院)そのような報告は正式に受けておりませんので、要求はいたしま

せん。 

 

Ｑ：正式な報告の話をしてるんじゃなくて事実上の話をしてるんですよ。実態

としてそうじゃないんじゃないんですかと。その時の報告と実態とはずれて

るんじゃないですかと。なぜずれてるかというと、水がどんどん入ってきて
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るとか、いろんな事情がその後変わってるわけでしょ。そのことに目をつぶ

るんですか。 

 

Ａ：(保安院)決して目をつぶってるわけではございません。この地下水の問題

は夏ぐらいから分かってきておりましたし、そういうこともずっと申し上げ

てきておりました。その上で今は東京電力は必要に応じてタンクを増設する

ということでございます。3月に今の状況で放出しなければいけないというふ

うには保安院は理解しておりません。 

 

Ｑ：今はというのはその 1 の報告が出た時であって、その後の話でしょ。分か

りました。それから、これは余震が来たり津波が同程度のものが来たりした

時に、これだけいろんな敷地の中に高濃度の汚染水も含めていろいろあって

パイプなんかが通じてるわけで、その辺のものが漏れ出して消防車が近寄れ

ないという想定は、これは簡単にできると思うんですけれども、それにもか

かわらず 12 時間で注水が開始できるというのは、何か具体的に津波がこうい

うふうに敷地内に及んできて、パイプがこういうふうに切断される可能性が

あってそれについてこう対処するとか、そういう具体的な想定をした上で可

能だというふうに言われてるのかどうかってことがまず一つと、それからも

う一つ JNES については、先日中立性との問題があるんだということで、政府

の政策評価・独立行政法人評価委員会の方が指摘をされてるわけですけれど

も、今回も JNES の数値なんかを使われてるし、その辺について JNES が出し

てきたもの自体を再度チェックするとか、あるいは今後今回のこと以外につ

いて JNES が発注しているものについて、今回の政策評価・独立行政法人評価

委員会の指摘を踏まえて、何か保安院として改善するような予定があるのか

どうか、その 2点です。合計 3点の質問です。 

 

Ａ：(保安院)まず 1番目でございますけれども、これは東京電力の報告書、1の

124 ページを見ていただければ分かるんですけれども、今既に建屋の地下です

ね、高レベルの汚染水が入っているということでございますので、それが津

波が再来してそこから高レベルのものがあふれてきた場合どうなるかという

評価はしております。そうした場合、やはり高レベルの汚染水があふれてき

ますとそこの線量は高くなりまして、1時間当たり 10mSv ということでござい

ます。かなり線量は高くなってはございますけれども、3時間、先ほどの例で

言いますと 3 時間かかって再注水を行うということでございますので、交代

をしながらやっていけばどうにか作業は可能と思っております。 
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Ｑ：地下の汚染水だけの問題じゃなくて、今処理するためにいろいろパイプが

つながってると思うんですけど。 

 

Ａ：(保安院)一番高いものは地下に溜まっているものだと思いますし、ほかの

タンクに高くなっているようなものはそれに比べると何桁も低いものでござ

いますので、そこのところで代表して評価をしております。それと、JNES の

評価結果をということでございますけれども、ここのところは一般的にこの

原子力の安全評価を行う上で、一般的に使われておりますリラップ 5 という

ものなんですけれども、それを使ってやっております。そしてその入力デー

タなども確認しておりまして、それでだからその恣意性が入るとか、そうい

う類のものではないと思っております。そして一つ JNES の第三者評価と言わ

れて。 

 

Ｑ：結局一般論としての話としてどうなんでしょうかということです。今回の

件については今のご説明で意味は分かるんですけれども、一般論としてその

ほかの JNES との関係、JNES に発注しているものとか、あるいは今後発注する

かどうかとかその辺について、先日出た指摘を受けて何か保安院の方で改善

する予定があるのかどうかということです。 

 

Ａ：(保安院)JNES につきましては検査のやり方に問題があったということで、

今第三者委員会を設置して検討されております。保安院はしっかりとそこで

検討していただきたいというふうに思っております。したがって第三者委員

会の結果を踏まえてしっかりと特に検査についての見直しを行っていく必要

があると考えております。 

 

Ｑ：分かりました。それで汚染水の件なんですけれども、汚染水の処理装置ま

でいくまでの汚染水の濃度というのはやはり高いものがあるわけで、その辺

のパイプが破損した場合にそこからちらちらちらと漏れてきて、津波が去っ

た後もかなり高いものがその辺に出てくるというような可能性があると思う

んですけど、その辺については全く検討されてないんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)今タービン建屋ですとか原子炉建屋の中には何万トンという高レ

ベルの汚染水があります。一方配管の中にも確かにそういうのが入っており

ますけれども、その量に比べるとタービン建屋の方の量は比べものにならな

いほどたくさんございまして、そこに津波が押し寄せてきてぞっと入ってそ

こからまた出てくるというところがやはり一番厳しいところと思っておりま
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す。仮にそういうものに比べれば、そこの配管と言ってもそんなこれぐらい

のものだと思いますけれども、そこに溜まってる量が出ても、タービン建屋

の何万トンというものに比べると微々たるものでございますので、その中の

評価に含まれてしまうと思っております。 

 

Ｑ：いや、それは分かるんですよ。結局津波がごっそりもっていくから、先ほ

ど言われたような低濃度の汚染量だということを言われてるんだと思います。

ところが配管の場合は、津波が去った後もたらたらたらと垂れてきて、それ

が結構高濃度のものが出てくるんじゃないですかねというような意味で、そ

ういう意味でそういう例えばマップに落としてチェックをして、そういうこ

とが来ないとかというような確認はする必要はないんでしょうか、そういう

指摘です。 

 

Ａ：(保安院)すいません、そういうことで言いますと、大津波警報が出た段階

で装置を停止して弁を閉めるということにしております。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

○NPJ と吉本興業 おしどり 

Ｑ：NPJ と吉本興業のおしどりです。よろしくお願いいたします。まず園田政務

官に質問の回収をいたします。前々回の会見で私が質問したんですけれども、

故意ではなく過失で環境中に放射性物質をまき散らした場合の処罰などに関

する法律、関係法律を教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。

そして東京電力に、これはネット上の質問の代行なんですけれども、4号炉の

使用済燃料貯蔵プールから放出される放射性物質の量はどこに記載されてい

るのか、どの資料を見たら4号炉からの放出量は分かるのか教えてください。

どうぞよろしくお願いいたします。あと被災者生活支援チームの茶山さんは

いらっしゃいますでしょうか。おられましたら、本日除染作業中にお亡くな

りになった 60 歳の男性のことについてお聞きしたいんですけれども、14 時に

医療機関に運ばれた時に、その時に表面線量や臓器などの等価線量は測定さ

れたんでしょうか。どの病院かにもよりますが、内部被ばく量、ホールボデ

ィカウンタなどは受けられたんでしょうか。そしてこれからその検討はされ

ているんでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

Ａ：(園田政務官)まず過失のみで罰せられるものが他に何があるかということ

ですよね。交通事故、道路交通法ではおしどりさんからもご指摘をいただい
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たわけでございますけれども、炉規法の中にはそういったものがないという

ことでお伝えはさせていただいたとおりでございます。そのほかの法令でど

ういったものがあるのかについてはちょっとまだ調べておりません。 

 

Ｑ：分かりました。ではこの放射線を発散させて、人の生命等に危険を生じさ

せる行為等の処罰に関する法律といいますのは、故意の場合のみで過失は当

てはまらないという解釈でよろしいでしょうか。放射線を発散させて、人の

生命、身体又は財産に危険を生じさせる等の処罰の法律はあるのですが、こ

れは故意のみで過失は当てはまらないということで、そういう認識でよろし

いでしょうか。 

 

Ａ：(文科省)事実関係だけ申し上げますと、放射線発散防止法について文部科

学省が所管しておりますので、その関係で申し上げますと、そもそもテロに

よる放射性物質の発散に対する防止規制を目的としておりますので、今回の

ような原子力発電所の事故による放射性物質の放出は、同法の対象外という

ふうに聞いております。 

 

Ｑ：ありがとうございます。テロなど故意による法律ということは存じておる

のですが、では故意ではなく過失による場合のこのような法律は今のところ

ないという認識でよろしいでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)原子力関係でということですか。 

 

Ｑ：はい、そうです。これはテロに関しての法律ですが、例えばハイジャック

はもちろんテロリストによる犯罪ですが、飛行機事故なども過失によって処

罰されることもありますので、そのように故意ではなく過失の場合の法律は

ないということでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)そういう面で言えばハイジャックは確かに過失、あれも故意

ですよね。そうなりますとちょっと調べてはみますけれども、今すぐにこれ

だというとちょっと思い当たらないところでございます。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

Ａ：(保安院)保安院から補足いたしますと、まず原子炉等規制法は故意か過失

かに係わらず、その基準を超えて例えば放射性物質を放出した場合には、そ
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れは保安措置義務違反ということになります。したがってその事案に応じて

その命令をだすとか、更にそれに対して必要な罰則を適用するとかいうこと

はその後検討することになると思います。 

 

Ｑ：分かりました。前々回の質疑だったかとは思いますが、原子炉等規制法に

よる海洋投棄に当てはまらないのか、2号炉から水が漏えいしていた時ですが、

それは投棄ではなく漏えいなので当てはまらないと森山さんがおっしゃいま

したので、故意ではなく過失なので当てはまらないのかという認識だったの

ですが。 

 

Ａ：(保安院)そもそも定義上海洋投棄という概念に当たらないということを申

し上げました。 

 

Ｑ：分かりました。漏えいだと投棄ではないので当てはまらないという認識で

すね。 

 

Ａ：(保安院)細かく条文を読めばいろんなところで当てはまらないと思います

けども、まずは廃棄ではないということでございます。 

 

Ｑ：分かりました。では故意ではなく過失なので当てはまらないという認識で

よろしいでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)過失うんぬんよりも廃棄するということですから、確かそういう

ふうな条文だったと思いますのでそれには当たらないと、それからもう一つ

はもう少し厳密に言えば陸上からは確か適用になっていなかったというふう

に思っております。 

 

Ｑ：ですので、例えば人工建造物から若しくは船舶などの海洋投棄の法律です

が、原子力発電所から漏えいした場合、海洋に汚染水が漏えいした場合は、

では逆にこの原子炉等規制法では何条で取り締まるんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)海洋への放出については基準がございますので、告示濃度という

基準でございますので、それを超えれば当然法令に抵触することになります。

その上で法律の作り方といたしましては、通常は何と言いますか、施設の停

止命令をかけたり、あるいは改善を求めたりということで行いますけど、そ

の結果命令に違反するようなことがあれば、その許可を取り消したりあるい
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は罰則ということになるかと思います。 

 

Ｑ：分かりました。具体的に何条というわけではないということでよろしいで

しょうか。 

 

Ａ：(保安院)例えば保安措置の場合には 35条の 1項に保安措置とございまして、

これに違反した場合には 36 条の 1項で行政処分、施設使用停止命令などがご

ざいます。その命令に更に違反した場合には、33 条の 2項の第 3号で行政処

分取り消しなどもございます。以上でございます。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

Ａ：(東電)東京電力でございますが、使用済燃料プールからの大気への移行に

関しましては基本的に極めて量が小さいので、被ばく評価上、線量評価上は

原子炉建屋から直接ダストサンプリング等を行って評価を行っております。

なお、使用済燃料プールからの漏出、蒸発に伴うセシウムの移行につきまし

ては、施設運営計画に係わる報告書を提出し、その 1 の中で記載がございま

す。3の 49 ページから蒸発した際のセシウムがどれぐらい移行するかの有効

実験、それから3の51、52ページのところに移行量の評価をしておりますが、

4 号機につきましてはもともと使用済燃料プールのセシウムの濃度がほかの

号機に比べて 1 万分の 1 から 1,000 分の 1 程度ということで小さいこともご

ざいまして、空気中への移行量はセシウム 134 で申し上げますと 3.5×10 の

-8 乗 Bq/cm３、セシウム 137 で 4.9×10 の-8 乗 Bq/cm３という程度でござい

ます。 

 

Ｑ：ありがとうございます。ではそのプールから放出される放射性物質の量は 1

から 3 に比べて低いので、その 7 月から毎月発表されております大気への放

射性物質への放出量は 1号炉から 3号炉までの総量ということで、4号炉を外

していたという認識でしょうか。 

 

Ａ：(東電)はい、そうです。使用済燃料プールに関しましては、4号機のみなら

ず 1、2、3、4号機合計量といたしましても評価しておりますけれども、敷地

境界では ND 検出限界未満となるぐらいの量でございます。 

 

Ｑ：ありがとうございます。3月に確か 4号炉の建屋が爆発しまして、その時使

用済燃料プールの水面の線量が非常に高かったと記憶しておりますが、その
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頃の放射性物質の放出量というのはおおよそ出ているのでしょうか。 

 

Ａ：(東電)水面の線量が高かったかどうかついては、多分いわゆるコンクリト

ポンプ車のアームの先に付けた線量計ではないかと思いますが、直接、使用

済燃料プールから出ていた物を測ってるというよりも、、周りのがれきですと

か、そういう所に付着している物を測定した事と、もう一つは水面そのもの

が下がっておりましたので、遮蔽効果が少ない分、使用済燃料プールからの

線量を測定したのではないかと思っています。 

 

Ｑ：ありがとうございます。では、3月の辺りでの具体的に 4号炉のプールから

の放射性物質の総量は、どこかに記載されているんでしょうか。 

 

Ａ：(東電)3 月の頃の放射能の評価についてはまだ、評価ができておりませんが、

量的には、原子炉建屋から直接出てきた物がもうほとんど支配的というふう

に見ています。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。評価をよろしくお願いいたします。 

 

Ａ：(支援 T)支援チームです。すみません。医療機関で具体的にどういう事が行

われたかは、今ちょっと承知しておりません。 

 

Ｑ：分かりました。では、そのお亡くなりになった原因が、放射線の被ばくに

よる由来のものではないという判断は、特に線量を測定した後の判断ではな

いという事でしょうか。 

 

Ａ：(支援 T)聞いております死因からしまして、放射線の関係でないことは明ら

かであろうと思っております。 

 

Ｑ：分かりました。すいません。その測定はされたかどうかの確認はとってい

ないということでしょうか。 

 

Ａ：(支援 T)はい。今ちょっと、医療機関の方でどういうことをされたかは、は

い。 

 

Ｑ：分かりました。ではこれから、ホールボディカウンタを受けられるかどう

か等も、まだ検討には上がってないということでしょうか。 
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Ａ：(支援 T)はい。今、特に、私どもの方でそれを追加的にということではござ

いませんが。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

Ａ：(支援 T)ちなみにここ、実際に人もその近辺お住まいになっておられる所で

の作業でございます。 

 

○司会 

 それではここで、東京電力より本日の作業状況等についての説明がございま

す。 

 

＜東京電力からの本日の作業状況説明について＞ 

○東京電力 

東京電力から本日の作業の実績についてご報告させていただきます。初めに原

子炉への注水の状況ですが、17 時現在 1号機は給水系から 4.4m3/h、炉心スプレ

イ系から 1.9m3/h でございます。2 号機は給水系から 2.7、炉心スプレイ系から

6.1m3/h です。3 号機は給水系から 2.8、炉心スプレイ系から 6.1 という状況に

なります。それから、格納容器内への窒素ガスの封入でございますが、17 時現

在の格納容器の圧力は 1 号機 110.4kPa、2 号機 110kPa、3 号機 101.6kPa でござ

います。1 号機格納容器ガス管理システム出口での水素ガスの濃度は 0.02％、2

号機は 0.7％となっております。使用済燃料プールの循環注水冷却でございます

けれども。1号機は本日、電源停止の関係で作業がございまして、循環冷却止め

ておりましたけれども、17 時 07 分に循環冷却を再開いたしております。2 号機

の使用済燃料プールの温度は 22℃、3号機に関しましては 14.9℃、4号機に付き

ましては 22℃でございます。なお 2 号機につきましては本日 15 時 53 分に、い

わゆる 1次系差流量大の警報が発生しましたけれども、流量の変化がない事、現

場で漏えいがないという事確認いたしまして、運転は継続中でございます。それ

から、タービン建屋の溜まり水の移送に関しましては先ほどご紹介したとおりで

す。明日は、6号機のタービン建屋の溜まり水の屋外仮設タンクへの移送を、本

日同様 10 時から 16 時の予定で実施いたします。建物の水位です。11 時現在、

プロセス建屋の水位は 2,896mm。午前 7 時と比べますと 38mm の低下。雑個体廃

棄物減容処理建屋は 1,982mm という事で、午前 7 時と比べますと 187mm の低下。

サイトバンカ建屋はOPで4377mm、午前7時と比べますと3mmの上昇になります。

トレンチの水位です。夕方の 16 時現在、1 号機はダウンスケール中、2 号機は
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2,810mm、3 号機は 3,309mm です。午前 7 時と比べますと、2 号機は 8mm の低下、

3 号機は 6mm 上昇になります。タービン建屋の水位です。16 時現在 1 号機は

3,077mm、2 号機 2,830mm、3 号機 3,079mm、4 号機 3,064mm です。午前 7 時と比

べますと、1号機は 28mm の低下、2号機 6mm 低下、3号機 7mm の上昇、4号機 4mm

上昇です。それから原子炉建屋地下一階の水位です。16時現在1号機は3,957mm、

2 号機 2,956mm、3 号機 3,309mm、4 号機 3,058mm です。午前 7 時と比べますと、

1号機は 22mm の上昇、2号機 3mm 低下、3号機 9mm の上昇、4号機 11mm 低下です。

作業の状況です。循環型海水浄化装置に関しましては、所内電源の作業の関係で、

14 日に運転を再開することといたします。明日、停電となる予定でございます

ので、本日の運転再開ではなく、14 日水曜日の運転再開となります。それから、

水処理装置の運転を状況でございますが、蒸発濃縮式淡水化装置に関しましては、

1A を 15 時 50 分、1B を 14 時 33 分、1C を 14 時 46 分に起動いたしております。

RO 膜によります淡水化の累積処理量は、本日 12 時の時点で 8,120 トンとなって

おります。それからベッセルの交換ですが、本日サリー二塔を交換致しました。

明日はキュリオン、サリー共ベッセルの交換予定がございません。それから、蒸

発濃縮廃液装置の 3C につきましては、現在運転を停止中でございますけれども。

濃縮廃液のサンプリングライン、いわゆる核種分析をするために水を取るライン

から、その残水を受けるバケツが溢れたという連絡がございましたのでご紹介を

さしていただきます。3C の濃縮廃液を受けるサンプリングラインの所で午後 4

時頃、パトロールの時にバケツの周囲に半径 1m 程度の漏水があるという事を確

認いたしております。バケツの中に受けている部分が約 7L。バケツの外に出た

物が約 3L というふうで、合計で約 10L というふうに見ております。なお、堰の

内側に留まっておりますので、建屋の外には出ておりません。サンプリングライ

ンからの漏えいがないようでございますので、バスケにどういったルートで水が

入ってきたかについては、今後調査をしていきたいというふうに考えております。

東京電力からは以上でございます。 

 

○司会 

それでは質疑を続けさせていただきたいと思います。ご質問ある方、挙手を

お願いいたします。今、手が上がっている方、3 人でございましょうか、4 人。

まだ 1 回目です。前の方、最初お願いします。それと、あと後ろの方続けてお

願いします。 

 

＜質疑応答継続＞ 

○朝日新聞 今 

Ｑ：朝日新聞の今と申します。保安院に伺いたいのですけれども。施設運営計
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画に関してうですけれども。その 1 の方では、タンク増設見込みという事に

ついて書かれてると思っているのですけれども。今後、循環注水冷却を続け

ていくにつれてですね、やはり処理水の問題というのは、ずっと残って行く

訳で、その中でタンク増設もやはりその限度があるっていう事は、東京電力

の方も会見等で話しております。その辺りについて、タンク増設以外の選択

肢っていう事に関して、何かしらのこの提示っていうものを求めたりすると

いう必要は無いのでしょうか。その辺りについてお願いします。 

 

Ａ：(保安院)すいません。東京電力からは今後も必要に応じて、タンクを増設

していくっていうふうに聞いておりますので、それをしっかりやっていただ

きたいと思っておりますが、そもそも地下水の流入量が増えない対策もです

ね、とって頂きたいっていうのはこれは常々言っておりまして、早くサブド

レンを復旧させてですね、水位調整をして流入量を減らしていただきたいっ

ていうふうには思っております。それと、原子力安全委員会に事前のご報告

に行ってる時ではありますけれども。ストロンチウムの溜まったタンクをで

すね、並べるっていう事ではなくて、タンクの中の水もやはりストロンチウ

ムを取って、そのストロンチウムは集中管理をするように指導して欲しいっ

ていうふうにいわれてますので、そういうことも今後併せて、我々の方で、

もう少し技術的に詰めて、指導してまいりたいというふうに思っております。 

 

Ｑ：すみません、追加で確認なんですが、初めの方におっしゃられた、地下水

の流入を防ぐ抜本的な手立てをということなんですけれども、サブドレン水

の汲み上げということについて、具体的に何か形を時期とか示して欲しいと

いうような、そういうことを東電に伝える予定というのはあるのでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)今、具体的に、正式にということはございませんけれども、日々

議論しておりますので、そういう中では私の方から要請をしております。 

 

○司会 

 それではどうぞ。 

 

○ニコニコ動画 七尾 

Ｑ：ニコニコ動画の七尾です、よろしくお願いします。大きく 3 点お願いした

いんですが、まず文科省伊藤さんにお願いします。以前も質問させていただ

いたんですが、ちょっと話題変わりまして、学校給食の 40Bq 問題についてで

すけれども、支援事業の対象は、現状でも 17 都県対象を今後、増やすとか、
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そういった予定はないんでしょうか。 

 

Ａ：(文科省)文部科学省です。17 都県につきましては、第三次補正で予算措置

されて、食材の検査、測定を行っていただく機器の助成をするものでありま

して、現在のところそれを拡張する予定はないというふうに聞いております。 

 

Ｑ：拡張する予定はないと。それに関しまして前回もお伺いしましたけど、他

の自治体から問い合わせも特に、前回はほとんどないということだったんで

すが、現状においても特にない状況でしょうか。 

 

Ａ：(文科省)特段、自治体から、そういうものを置いて欲しいという要求につ

いては、私自身はちょっと承知しておりません。 

 

Ｑ：分かりました。2 点目なんですが、郡山市の児童生徒 14 人と、保護者らが

郡山市に対しまして疎開するよう求めた裁判が今、行われているんですけれ

ども、弁護団は市の年間被ばく線量はチェルノブイリ基準で、住民が強制的

に避難させられる移住義務地域に相当すると、福島地裁に補充提出しており

ます。文科省としては、この裁判をどう見ていらっしゃいますでしょうか。 

 

Ａ：(文科省)その裁判については承知しておりません。また、仮に、内容を把

握したとしても係争中の話なので、多分コメントすることはないと思います。 

 

Ｑ：続けてなんですが、相手がその市である理由なんですけれども、11 月 25 日

に郡山市が測定した空間放射線量に基づいて、1 時間当たりに換算しますと、

児童らが通う小中学校 7 校全てで、チェルノブイリ基準の移住義務地域の

0.571μSv を大きく上回る結果で、最も高いところで、ICRP が定める一般人

の年間被ばく量限度の 15 倍となっておりますけれども、これ裁判とは別にし

て、文科省としてはこうした現状をどうみていらっしゃるのか、あるいはそ

うした状況も把握されていないのか教えて下さい。 

 

Ａ：(文科省)今、ご指摘の内容については承知しておりませんけれども、文部

科学省といたしましては、8月の末の段階で学校における児童生徒の線量の低

減のために、校庭における線量 1μSv/h 以下、それから学校における年間の

被ばく線量を1mSv/y以下になることを目指すというふうに表明してしており

ますし、そのために必要な除染とか、更に加えまして生活圏の除染とかを自

治体と一緒に進めているところであります。 
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Ｑ：分かりました。3点目になるんですが、すみません、本日お亡くなりになら

れた除染作業中に死亡された方の情報についてちょっとお伺いしたいと思い

ます。よろしくお願いします。死因についてはちょっと確認なんですが、ご

家族の同意があれば公表されるんでしょうか。 

 

Ａ：(支援 T)はい、同意が得られればお伝えすることができるのではないかと思

いますが。 

 

Ｑ：分かりました。後 2 点お願いします。除染作業も非常に大変だと思うんで

すけども、60 歳という高齢でも、肉体的、特に精神的にも、負荷がないもん

なんでしょうか。特に年齢制限的なガイドラインってないんでしたっけ。す

みません、教えてください。 

 

Ａ：(支援 T)特に今、そういう一般的な労働関係のルールの他は、そういうこと

では特にございません。 

 

Ｑ：年齢制限はないということですね。後、最後なんですが、因果関係はない

って明快におっしゃってる限り、これは病ではないということでしょうか。 

 

Ａ：(支援 T)ちょっとその、ふれた格好にはなりますけれども、いわゆるご病気

をお持ちだったとか、そのご病気の関係のあれではないと。 

 

Ｑ：ありがとうございました。 

 

○司会 

 他にご質問ある方、後、何人位いらっしゃいますでしょうか。では後 3 人で

よろしいでしょうか。では 3 人でお願いします。まず後ろのかた、前の方、

隣の方、3人続けてお願いします。 

 

○回答する記者団の佐藤 

Ｑ：よろしくお願いします。回答する記者団の佐藤です。数が多いのですけれ

ども、2回に分けることはできますでしょうか。 

 

○司会 

 まとめてお願いします。 
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Ｑ：分かりました、全部いきます。まず除染作業中に、除染作業の関係で死亡

した件に関して。最新の情報というのが、今、入ってないのかどうか。現時

点で分かっている情報というのが、いつの時点の情報なのかどうか。電話で

情報のアップデートとか、直ぐに出来るんじゃないかと思ったんですが、こ

の点確認させてください。それと東京電力と保安院にお願いします。海に繋

がる側溝と雨水の処理について、前回の会見でも少しお聞きしたんですが、

側溝に流れ込む雨水の線量ですとか、雨水の処理について、これまで余り質

疑なかったかと思うんですが、何らか体系的に取りまとめたデータというの

があるのでしょうか。あるいは雨水の処理状況について一つのテーマにして

まとめたような、説明したようなことは、これまでありますでしょうか。そ

れと園田政務官お願いします。例えば、これは仮にという話しではあるんで

すけれども、今日、新しい原子力災害が発生した場合に SPEEDI はきちんと活

用できるのかどうか、その結果はどのようにして、国民に伝えられるのか、

これをお答えください。それとこの後、要望が幾つかあります。まず東京電

力に、格納容器の温度計なんですけれども、温度計の一つ一つについて、水

温計も含みます。一つ一つについて工業的な規格を一覧表のような形で、全

て出していただけませんでしょうか。それと政府と東京電力に要望です。日

曜日には、特に大きな作業というのが余りないということですので、日曜日

に現地取材をさせていただくことは可能でしょうか。特に冷温停止、ステッ

プ 2 の終了というめどもありますので、この点確認させていただければと思

います。それと園田政務官に、環境省と農水省、水産庁、厚労省の原発関連

の担当者を会見に呼んでいただけないでしょうか。環境省については、12 月

6 日付けで出されている、災害廃棄物の広域処理（概要）という書類がありま

すけれども、これについて説明できる担当者の方、来ていただけないかと思

います。それと農水省、水産庁、厚労省からは、食品関係お願いできないか

と思っています。それと会見者の皆さんに、ちょっと本題からは外れるんで

すが、年末恒例で今年の漢字という一文字、漢字一字が、清水寺の方で発表

されましたけれども、皆さんにとって今年の漢字一文字なんなのか、お 1 人

ずつお答えいただければと思います。それと、これは質問出していたものの

回収です。園田政務官、大臣が最後に出席した統合対策室内の会議との関係

で出ました特別プロジェクトの一覧、これがどうなりましたでしょうか同様

に統合対策室の議事録の確認先の話で出てきたその他の会議体の内訳の一覧、

これがどうなりましたでしょうか。それと、東京電力に。今日の記者会見中

にお聞きいたしました原子炉主任技術者の数ですけれども、これが今、出ま

したでしょうか。それと、高橋新所長、小森センター長、相澤副社長、松本
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さんご自身がこの資格をお持ちかどうかお答えいただければと思います。そ

れと、東京電力に。これも前回の会見で聞いておりますけれども、震災後に

ボランティア休暇を取得した社員の数、1回に取得した日数の平均、そういっ

たボランティア休暇に関する取得状況のデータ、出していただけないかとい

うことですが、これはどうなりましたでしょうか。以上です。 

 

Ａ：(支援 T)すみません。支援チームです。第 1点の方ですが、ちょうどこの前

の質問にお答えする前に少しちょっと何か補足できることないか確認のこと

で連絡とってみたんですけど。すみません、今、ちょっと特に補足できると

ころはございません。お知らせしましたのは、あの時間の時点でのですね、

分かっておるところでございます。お話し申し上げた時間の時にでございま

す。 

 

Ｑ：その、この記者会見でご報告ありましたけれども、その内容というのはい

つの何時何分頃の情報なのか分かりますでしょうか。 

 

Ａ：(支援 T)はい。2時にお亡くなりになられた、死亡が確認されまして、その

後ですね、ここでお話する直前にお話、確認できた内容でお話しております。

ちょうど私が、政務官からおっしゃっていただくその少し前に確認できた段

階での情報で急遽お話、政務官の方よりまず一言おっしゃっていただいて、

その時点で確認できたことの内容でご説明をしておるわけでございます。 

 

Ｑ：一通り情報がまとまったのが 4 時半直前辺り。その位のその頃までという

ことでよろしいんでしょうか。 

 

Ａ：(支援 T)その更に、その会見の冒頭ではなかったので、途中で確認が取れて、

そのところまで含めてのお話です。 

 

Ｑ：それ以降の新しい、最新の情報というのは特になしでしょうか。 

 

Ａ：(支援 T)そのお話し申し上げた時点で一応死因についてもこちら、内々には

記されておりますので、それ以降のことにつきまして、ちょっとさっき更に

何か補足できることもないかというようなことで連絡をしてみまして、今特

に、はい。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。そうしますと、東京電力と保安院
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から雨水の件についてよろしくお願いします。 

 

Ａ：(東電)はい。東京電力の分につきましてご報告させていただきますが、海

の側溝、排水路等を通じて海に出ている件につきましては線量等を測ってお

りませんのでこれまで公表したことはございません。なお、説明等につきま

しては、いわゆる漏えい等があった際に付け加えるような形でご説明をさせ

ていただいた記憶はございますけれども、改めて何か雨水だけに特別視した

ことはございません。それから、格納容器内の温度計の主要仕様に関しまし

ては、施設運営計画のその 2 のところで主要仕様については記載させていた

だいております。温度計は基本的に熱電対で、銅コンスタンタンで 0℃から

300℃まで計れるタイプを使用しております。それから年末の漢字というご質

問でございましたが、この会見はいわゆる原子炉の事故収束にあたっての会

見でございますので、個人的な感想を述べるような場所ではないと思ってお

ります。それから、原子炉主任技術者の数でございますが、こちらは現在ど

ういった数を公表できるかについてはお答えさせていただきたいと思います

が、どういった人物が持っているかどうかにつきましてはお答えは控えさせ

ていただければと思います。それから、ボランティア休暇につきましても、

取得した人数、日数等につきましては、こちら会社の内部資料でございます

ので回答は控えさせていただければと思います。 

 

Ｑ：すみません、保安院、雨水の件いく前にちょっと先に幾つか補足お願いし

ます。まず、原子炉主任技術者の保有に関してですけれども、責任者である

高橋新所長ですとか、小森さん、相澤副社長、松本さんに関してはお持ちか

どうか、これは公表されるべきではないでしょうか。それと、ボランティア

休暇の事に関して。除染のボランティアに東京電力の社員が積極的に出てい

くべきではないのかという声というんでしょうか、要望を聞いて欲しいうの

が非常に多く来ておりまして、これ、ボランティア休暇の取得状況とかから

ある程度までは推測できるようなことかと思いますので、しっかりとこれは

お答えいただけないかと思います。東京電力の社員は行かずに住民だけがボ

ランティアで除染をするというのはかなりいびつな状況になっているんでは

ないかと思っております。それと雨水の方に戻りまして、測っていないとい

うことですれども、保安院から測らなくていいのかどうかということも含め

てお答えをいただけませんでしょうか。よろしく、まず東京電力からお願い

します。 

 

Ａ：(東電)はい。原子炉主任技術者はいわゆる原子炉の保安の監督をするとい
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う意味で、いわゆるラインといいますか、いわゆる発電所のラインから独立

した立場で保安の監督に当たるものでございますので、高橋ですとか、相澤

が持っていようが持っていまいが別の者が設置、専任されるという状況でご

ざいます。なお、私自身でございますけれども、原子炉主任技術者の免状に

関しましては官報に公示されますので私は持っております。それから、ボラ

ンティア休暇でございますけれども、人数、日数等につきましては、こちら

社内の情報でございますのでお答えすることはできませんが、除染等に関し

ましては会社といたしましても協力させていただきたいというふうに思って

おります。 

 

Ｑ：すみません。ちょっと追加、補足でお願いします。松本さんが免状を持っ

ていらっしゃるということは了解いたしました。ただ、松本さんより上位の

方、例えばセンター長ですとか副社長、あるいは系列といいますか、ライン

は違うのかもしれませんけれども、新所長についてもお答えをいただければ

と思います。それと、ボランティア休暇のことですが、東京電力の社員が除

染の現場に出向く時は、これはボランティア休暇を取得して行くような状況

なのか、業務命令として会社の仕事の一環として行くことになるのか、社内

でどういった扱いになっているかをお聞かせいただけますでしょうか。 

 

Ａ：(東電)はい。先ほど申し上げたとおり、所長か本部長、副社長かどうかと

いうなところは原子炉主任技術者の免状の資格とは直接関係いたしませんの

で、お答えは控えさせていただければと思います。発電所毎に独立した任務

を持つということで専任という手続きが行われております。それから除染の

作業でございますが、こちらに関しましては社として会社として参加するこ

ともご協力させていただくこともございますし、社員の判断でボランティア

休暇を取得して参加することも両方あろうかと思います。 

 

Ｑ：分かりました。ボランティア休暇の方、今後状況が重なっていくかと思い

ますので、どこかの段階で東京電力の社員がどれだけの協力をしているのか、

数字で分かるように公表をお願いできればと思います。そうしましたら保安

院からお願いします。 

 

Ａ：(保安院)はい。保安院でございますが、雨水については特に何か取りまと

めたとかいうようなことはございません。それで、測らせるべきではないか

というご質問だったと思いますけども、むしろ雨水の量や処理を測るという

よりも、やはり環境への影響ということで、今、サンプリング、海域のです
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ね、サンプリングをやっていただいておりますのでそういったことをしっか

り見て、雨水ということでは必ずしもないかもしれませんけれども、外部へ

の影響というものを見ていく必要があるのではないかと考えております。 

 

Ｑ：地上にある段階で側溝にある物をしっかりと測ったりして、どれだけのも

のが海中に入る可能性があるのか、そういった所はまるでやる必要がないと

いうことでいいんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)現時点では必ずしもその必要性があるとは考えておりませんけれ

ども、もちろん何か今後ですね、そういった必要性が出てくれば測るという

ことは可能性としては否定いたしませんけれども、むしろ雨水につきまして

はもちろん側溝だけでなくて他の所からも海に流れているということはあり

ますので、したがってその海域といいますか、港湾を含めてしっかりとモニ

タリング、サンプリングをしてそのレベルというものを見ていくことの方が

大事ではないかと考えております。 

 

Ｑ：分かりました。取りあえず現状で確認しておきたいのは特に意識をしてい

ないといいますか手付かずの状況にあった、そういうことでよろしいでしょ

うか。 

 

Ａ：(保安院)手付かずというよりも雨水につきましてはどちらかというと施設

への漏れ込みといいますか、例えばタービン建屋ですとか、原子炉建屋に漏

れ込んでそれが高濃度の汚染水にどう影響するのかということの方がより重

要だと考えておりますので、そういうとこを着目してやっておりました。 

 

Ｑ：ごめんんさい。タービン建屋の中に入る方の雨水ではなくて、地表に溜ま

る方の雨水に対する問題意識というんでしょうか、認識は特になかったとい

うことでいいのかどうか。 

 

Ａ：(保安院)もちろん地表に降った雨についても地表が汚染されている以上は

何らかの形で持ち込まれることはあり得るということは考えておりますので、

したがってそういうことも含めて海域でのモニタリングということを行って、

例えばその全面海域の濃度が上がった場合はそれは何による影響なのか、雨

による影響なのか、あるいは万一の漏えいというものがあるのかというのを

見ていくという意味でしっかりとした観測といいますか、モニタリングが大

ことではないかなとは思っております。 
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Ｑ：補足でお聞かせいただきたいんですけども、雨水が側溝を通って海水中に

放出された場合に海水の方をモニタリングしていて何らか分かることという

のがあるんでしょうか。海水の方まで影響が出るほど雨水が大きな影響力を

持つものなんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)例えば放水口ですとかそういう所で見ているものは雨水というよ

うりも、もちろんその影響というのはあると思いますけれどもそれはいわゆ

るバックグラウンドですので、そういった変動を超えて何か異常が無いかど

うかということを、むしろ主としては見ているということではないかと思い

ます。 

 

Ｑ：分かりました。そうすると放水口の辺りで雨水がどれだけ流入したから、

放水口付近の放射性物質の濃度がどれだけ増えたかそういったような調査は

雨水を見るための調査というのはない、それはそういうことでいいんでしょ

うか。 

 

Ａ：(保安院)はい。今は雨水を見るために調査をしているというわけではござ

いません。 

 

Ａ：(園田政務官)私からまず今日大事象が起きたときに SPEEDI がどういう形で

公表されるかということでございますけれども、当然ながら SPEEDI につきま

しては前回のといいますか今回の事故の際にも教訓としてはそれがきちっと

活用出来ていなかったという反省がありますので、これは速やかに公表する

べきだろうと思っております。その際に通常保安院若しくは文部科学省から

の公表という形になろうかと思いますので、そういった面ではどういう形で

記者会見等を開いて速やかに国民の皆さんにお伝えするとともに、その状況

を逐一ホームページ上でも見られるような何らかの工夫というものは私は必

要ではないかなというふうに考えております。それから現地取材でございま

すけれども日曜日に限らず現時点で状況が大変申し訳ありませんが厳しい状

況でございますので、そういった点では現場の作業とそれからご案内のとお

りまだまだ発電所内においては高い線量下の所もございますので今現時点で

皆さま方に取材ということはまだ判断はさせていただいてないということで

ございます。ご了承いただければと思います。それから環境省、水産庁、厚

労省でございますけれども大変恐縮でございますが本来それぞれの省庁で記

者会見等も行っておりますし、またご質問がありましたらその当該の省庁に
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佐藤さんからお伝えをいただければご紹介をいただければというふうには考

えているとこでございます。仮にこのステップ 2 も含めて原発事故そのもの

に何らかの形で関わっているということであれば私が承らせていただいて、

各省庁でもまた紹介させていただくことはあろうかなというふうには考えて

おるとこでございますが基本的には、この質疑の中でお答えをさせていただ

くということになろうかと思います。それから特プロと一覧、すいません作

業がちょっと遅れているようでございますけれども、全体像で把握するとい

うことで今作業はやらせていただいているということでございます。その際

その他の会議体ということも含めてどういった形があるのかというのはきち

っと把握させていただきたいということで、少し作業が遅れているのではな

いかというふうには思っておりますけれども、いずれにしても特プロも含め

てこの統合対策本部が関わっている部分について皆さま方にはお伝えする機

会はあろうかというふうに思ってます。 

 

Ｑ：分かりました。まず SPEEDI との関係ですけども確実に国民に伝わる状況が

ちゃんと動くんでしょうか。間違いなく動くのかどうかこの点確認をさせて

ください。先ほどの政務官のお答えですと文科省からということもあるので

しょうけれど、思うと言うのはさすがに現状で不安が残る言い方されました

ので確認が出来ればと思います。それから現場取材これは本当にいつぐらい

に可能な状況になるのか、現状検討は進んでいるかと思うのですが進捗状況

をご報告いただければと思います。取りあえず今の 2 点補足でよろしくお願

いします。 

 

Ａ：(園田政務官)はい。当然訓練はしていると思っておりますけれども、そう

いった面ではきちっと速やかに国民の皆さま方にお伝えが出来る状況を作っ

ていきたいというふうには考えております。そして現地取材につきましては

当然ながら今も厳しい状況にはございますのでもう少しお待ちをいただけれ

ばなというふうには考えております。検討は当然ながら不断にさせていただ

いているとこでございますので、そういった面ではいずれ皆さま方に見てい

ただく状況が作れるのではないかなとは思っておりますが、現時点でいつい

つということの指定は出来ない状況であるということはご確認をいただけれ

ばと思います。 

 

Ｑ：すいません。更に二つ補足させてください。SPEEDI に関連して作っていき

たいと思うというお答えではあったのですが今日起きたらという質問の仕方

ですので、さすがにいきたいと思うというご回答は適切ではないのかと思い
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ます。実際どうなのかをお答えいただければと思います。それと現場取材に

関して検討中のこといろいろあると思いますが実現に向けて何らかの進捗が

見られたものはありますでしょうか。よろしくお願いします。 

 

Ａ：(園田政務官)そういう面では安全が確認をされるというのが一番の目的で

ございますので、そういった点では現場の作業がまだまだ進捗状況にあると

いう形からすると一段落着くまではもうしばらくお待ちをいただければなと

いうふうには考えております。そういった面で作業が進捗しているという点

においては検討が進んでいると受け止めていただければと思います。それか

ら当然ながらSPEEDIはこの事故の教訓という形ででも私どもは本来使わなけ

ればならないことが使えてなかったということで、この会見でも何度か皆さ

ま方からご指摘をいただいたとおりでございます。したがってそういったこ

とが出来ていなかったということの反省というものについては認識は出来て

いるわけでございますので、2度とそういった同じ過ちはしないというふうに

は私は思っております。 

 

Ｑ：つまり今日この後、原子力災害大規模なものが起きた場合にはきちんと対

応できる自信があるということでよろしいでしょうか。 

 

Ａ：(園田政務官)はいそのとおりでございます。 

 

Ｑ：分かりました。それと会見者の皆さんに今年の漢字一文字についてお答え

いただければと思います。東京電力松本さんからお答えありましたけれども、

個人的にということではなく東京電力としてということでお答えいただけれ

ばと思います。よろしくお願いします。 

 

Ａ：(東電)東京電力としてそういう漢字一字はございません。 

 

Ｑ：ありがとうございます。園田政務官お願い出来ますか。 

 

Ａ：(園田政務官)そういう意味では大変申し訳ございませんですけど、この会

見において私どもは事故収束というものをきちっと国民の皆さま方にお伝え

をさせていただくということでございますので、恐らく政府という点にいけ

ば毎年官房長官辺りにはそういう問いかけが記者からあるというのは聞いて

おりますけれども、この場においての政府としてお答えをせよということで

あるならばそれは私の立場からも控えさせていただければと思います。 
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Ｑ：保安院と経済産業省、文科省と安全委員会よろしくお願いします。 

 

Ａ：(保安院)保安院としましてもここでそういったコメントをすることは控え

させていただきたいと思います。 

 

Ａ：(文科省)文部科学省ですけれども、会見の主旨に照らしまして控えさせて

いただきたいと思います。 

 

Ａ：(原安委)原子力安全委員会ですけども、今年の漢字を検討することは安全

委員会の仕事ではないと思いますので差し控えさせていただきます。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございました。 

 

○司会 

 前の方、お願いします。 

 

○NPJ 日隅 

Ｑ：NPJ の日隅ですけれども、先ほどの中期的安全確保の考え方に関する評価の

件なんですけれども、津波のことについて聞きましたところ、東電の説明が

あるのでということで、確認してみたんですが、これは 4m まで水没すること

を前提として、それに相当する量の希釈を考慮しているわけですが、例えば

1m の水没であれば、まあ分かりません、単純計算すれば約 10mSv/h のところ

が 40mSv/h になるんだろうし、もし 50cm だったら 80mSv/h になるのかなと思

うんですけど。これをなぜ 4m まで水没するということを前提としてそれ以外

の前提を考慮しなくていいのかということがちょっと分からないので教えて

いただきたいということと。後は園田さんなんですが。健康被害について、

安全委員会と異なっているということで、これまでも何回か指摘がいろいろ

とあって、不適切だということで訂正とか再考を申し入れて、その結果削除

されたり、訂正されたりしている部分があると思うんですけれども。その申

し入れ先の一覧とその結果一覧という物を出していただけないでしょうかっ

て言いのが、結局政府の方から積極的にですね、その辺の訂正があったんだ

こうだということを発表されてないわけで。そうだとするならば、地元の人

達が十分な情報を得られていない可能性があるので、なんかまとめたものが

あればですね、こういうことなんですねということで地元の人がより正確な

情報を得られると思いますので。それから、先ほど汚染水のタンクの件につ
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いては保安院は正式に東電から受けていないからということを言われたんだ

けれども。それを待っているとですね、対策自体が後手にまわる可能性があ

るわけで、政府として国有地の貸与などを考える必要も場合によってはある

のかも知れませんし、そういう新しい設置場所等を検討するにあたって、今

の段階からやっぱり東電とちゃんと話を聞いてですね、対策を立てておかな

ければ、また対策が間に合わないから取りあえず少しだけは放出させてくだ

さいなんて話になっちゃうと、まずいと思うので、それはそういう形での動

きを取られるつもりがあるのかどうかということと。それから、記者会見の

参加条件について関係なんですけれども、ペンディングが長い人がいるので、

これまで何度か協議の場を設定していただいたんですけれども、そういうこ

とも含めて再度、ここでやると本当に時間がもったいないので、そういう場

を 1 度設定していただけないかなというのと。最後に福島県の方が民間の賃

貸住宅の借り上げ制度について、他の府県について中止してくれということ

を言っていたのが、見解改めて新年度もお願いしたいというふうに方向を変

えたというのが報道されているんですけれども。これは国としても何がしら

福島県に何らかのアクションを取られたのかどうか、もしご存知でしたら教

えていただきたい。以上です。 

 

Ａ：(東電)東京電力から、津波の報告のところでございますが。私どもといた

しましては、津波が押し寄せた際に、今回の津波でございます 14m の津波を

想定した結果 10mSv/h という状況でございます。一概に日隅さんがおっしゃ

るように高さが減ると線量が上がるということではなかろうというふうには

思っております。具体的なところはまだ評価が出来ておりませんけれども、

線量、今回の場合ですと大量の放射性物質が一様に広がるという所が最も厳

しいのではないかというふうに評価しておりまして、水位が当然低ければ影

響の範囲も限定的となりますから、そういった線量の低い所を見つけて対応

が出来るのではないかというふうに考えております。 

 

Ｑ：私は東電に聞いているんではなくて、保安院がこの点をどう評価している

かということを聞いているんですが、お答えになったのでちょっと言います

と、OP10,000 のヤード面積は 120,000cm2 で、それを前提としてそれが 4m ま

で水没するその場合の希釈量を考慮するとなっているので、結局高さが低く

なったから面積が狭くなるとかいうふうにはこの文言からは読めないし、相

当する量の希釈を考慮すると書いてあるんで、そうとするならばやっぱり高

さに応じてですね、希釈される量が変わってくるというふうに読めるんです

けれども、その辺について保安院の方はどのようにこの部分を評価している
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のかということをお答えいただきたいんですけれども。 

 

Ａ：(保安院)ここのところですけれども、たくさんの津波が押し寄せてくると、

海抜 10m の所が 1 階の部分でありまして、それより今汚染水が溜まっている

のが相当低い海抜 3m の所にあります。ですから、大量の津波が押し寄せてき

て、非常に考えにくいんですけれども、10m の所から 3m の所まで水が入って

いって、それが更に 7m の差があるんですけど、それが溢れ出てくると。そう

いうふうに想定をしておりますので、水の量が多くないと溢れ出てくること

はないと。逆に言いますと、少々の先ほど言われた 10m より 50cm だけ多い津

波であれば、それはそのタービン建屋の中に入っていく水の量が少なくて、

溢れ出てくる量も少ないと思います。そういうことを考えると、こういう高

めの評価をしてそれが大量に流れ込んで出てくるというシナリオの方が厳し

い条件かと思いますし、私の方ではそのように考えております。 

 

Ｑ：ちょっと分からないんですけど。水の量によって、その 4m まで水没すれば

いいんですけど、結果的に 4m まで行かないと。先ほど言われた 14m まで行か

なくて、もう少し低い津波が入ってきて、一定程度の量が溜まって、それで

さっき言ったような 50cm になるのか 2m になるか分かりませんけれども、4m

以下だと水没しても影響が出ないということ何か具体的に評価されているん

でしょうか。もし、評価されているんだったら、それを明らかにしていただ

きたいんですけれども。 

 

Ａ：(保安院)影響が出ないということではなくて、影響はあるとは思いますけ

れども。高い津波の方を想定してきた方が下に溜まっている汚染水の出てく

る確率というのが多いんではないかというふうに思っております。 

 

Ｑ：思ってるだけではですね、中期的な安全っていうのは確保できないわけで

すから。具体的にこの部分の計算をちゃんと出していただいて、こういうふ

うに我々は評価したんですと。だから、津波が来ても作業員は交代すること

によって12時間以内に注水が確保出来るんですよということを具体的にそれ

をするのが保安院の仕事じゃないんですか。それを業者側が出してきたやつ

をそのまま丸呑みして、4m ですと。じゃあ 4m を基準に考えましょうというこ

とでいいんですか。 

 

Ａ：(保安院)今手元に計算の紙持っておりませんので、後日ご説明いたします。 
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Ａ：(園田政務官)私への質問で、まず国からのホームページ上のですね、ある

いは他にも誤った情報が住民の皆さま含め、国民の皆さまに流れている場合

は、当然ながらきちんと訂正をしていかなければならないというふうに思っ

ております。その点はこの会見の中でも様々な形で皆さま方からもご指摘を

いただいたとおりでございますので。これまでにどういった国から働き掛け

をしたのか、ちょっと調べてみます。今すぐ一覧を持っているわけではあり

ませんので、ちょっと聞いてみますのでどこまでその一覧というもので作れ

るのかどうか分かりませんけどもどういった指摘をしたのかというものは、

どこに対してやったのかということは調べられるだけ調べてみたいと思いま

す。それから汚染水のタンクの関係ですけどもご指摘は私もごもっともだと

思っております。今の現時点ではタンク増設して計画的にそれをタンクの中

に保管をしていくということでございますけれどもそれが当然ながら発電所

の敷地も有限的なものでございますので、その中でやりくりしていくと今で

さえも大変な私も何度か中身を中を拝見しておりますけれども、やはりこれ

以上あそこの敷地内でこれからの作業のことを考えるとどれだけのタンクが

設置出来るのかというのは少し検討も含めて考えなければいけないと。対策

を考えていかなければいけないというのはそのとおりだと思います。したが

って水処理の信頼性を更に上げるというのとそれからそれによって水がきち

っと綺麗なもの出来るかどうか、そういった部分も研究開発として今やって

いこうというふうに考えているようなので、そういったとこの技術的な支援

も当然国としてもあらゆる所に働きかけは今後やっていくという形になった

場合には当然ながらしていきたいと思っております。いずれにしても対策が

必要だというふうには思います。それから後記者会見の参加に対する、ペン

ディングが多いというご指摘でしたけれども、それはいわゆる私どもからす

るとお申し込みをいただいてその方々に対してこういったことをちょっと資

料としてお出しいただけないか。あるいは更に追加的な部分の不足でありま

したので出してくださいねということでお願いしている方々でございますけ

れども、それとはまた別にいろいろな記者会見の在り方も含めて皆さん方と

お話しをするということは私はいつでも取りたいというふうに思っておりま

すので、まだちょっと近々いついつ頃にというのはなかなか年末は大変厳し

いスケジュールでございますので、いずれ皆さま方とはまたお話しをさせて

いただく機会があろうかというふうには思って考えております。それから最

後の福島県が前回ご指摘いただいて私も明確に自主避難者に対しても当然な

がらそこに対する災害対策法上の対応は、どこに行かれようとも避難者の

方々に対しては仮設住宅を含めて対応はするというスキームになっておりま

すので、当然それはやらなければいけないことだというふうにお答えをしま
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した。でその後でありますけれども何か国として福島県に対してやったとい

うのはちょっと聞いておりませんけれども、少なくとも私どもの考え方が一

環してますので、何らかの形で福島県から問い合わせが来たらそれはちゃん

と対応するべきだというふうにお答えするのが当然ですし、そういうふうに

今までもやってきたというふうには考えております。 

 

Ｑ：ありがとうございました。 

 

○司会 

 じゃ最後隣の方。 

 

○フリー 木野 

Ｑ：フリーの木野ですけども、東京電力の松本さんに以前からお伺いしてるん

ですがまず大津波警報が出た後の対応何かやられたかどうか確認出来ました

でしょうか。それから地震の後に 4 号機のタービン補機冷却系サージタンク

レベル低の警報、これ時間何時に出たか分かりましたでしょうか。それから

保安院森山さんか山形さんどちらでも結構なんですが、先ほど東京電力の評

価に対して保守性が大きすぎるのでよろしくないというお話しがあったんで

すけれども、楽観視をするよりも保守性が大きいのは特に問題が無いように

思うんですがその辺はどのくらいであれば例えば保守性が大きすぎてこれく

らいであれば適当だとどういう何かこの基準みたいのがあって判断されるよ

うなものなんでしょうか。教えてください。それから文科省の伊藤さんに 3

月の 17 から 18 にかけてのちょっと古い話しなんですが、安全委員会との間

で赤宇木や飯舘の長泥その後要するにポイントの 31、32、33 という線量が非

常に高い評価をされて地名をださずに公表された場所のモニタリングの件な

んですけども、17 日から 18 日に掛けて 31、32、33 でのモニタリングを少し

複数回やってくれとか、複数の期間で計測してくれという安全委員会からの

依頼があったことに対して最後反応がないままに立ち消えになっているんで

すけども、これはその後どういう形で対応されていたんでしょうか。立ち消

えになった理由みたいなものは今すぐ分からないと思うんですけども、そこ

確認いただければと思います。それから支援チームの茶山さんまだいらっし

ゃいます。以前にもちょっとお伺いしていたんですが、住民の避難の基準の

関係なんですけども南相馬の市長が避難基準に関してこのくらいであれば避

難の対象、例えば特定避難箇所地点の対象にして欲しいという要望等という

のを国の方に出していろいろ議論をしたという話しがインタビューの中で出

ていたのを拝見したんですが、具体的に国の方でどういった話しをどういう
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基準で地点を決めるという話しをされていたのかどうか。どういう内容の話

しだったのかというのをもしご存知であれば教えてください。以上です。 

 

Ａ：(東電)東京電力でございますが、大津波警報 6m が出ました時の対応につき

ましては現在確認中でございます。それから 4 号機のタービン補機冷却系の

サージタンクレベル低の信号を中央制御室で確認したのは 14 時 47 分でござ

います。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

Ａ：(保安院)保安院ですけれども、その保守性が大きければいいのではないか

というご質問ですけれども保守性を一見保守性を大きく取ったつもり、よう

はその水の温度上昇を考えないと、普通あるのは 20℃の水だけども 20℃の水

が100℃になるというのは考えなくて100℃の水が蒸発するときだけのエネル

ギーで冷やすというのを考えるのは一見保守性があるように見えるんですけ

ども、そんなことが現実的に可能なのかということもあります。逆に 100℃の

水ということであれば当然ちょっと変な話しですけども消防士の方がそんな

ホース持てるのかということになりますので、そういう非現実的なことは想

定すべきではないという意味合いでございまして、通常であればものを設計

するときに保守性を見込んで少し熱くしておく、少し強くしていくというこ

とはあるんだと思いますけれどもこういう物事を評価する段階においては少

しその保守性を大きく取ったつもりなのに逆に非現実的になってしまってい

るんではないか。そういうことでございます。 

 

Ｑ：分かりました。ちょっとその件とはまたあれなんですけども先ほどのタン

クの増設の件なんですけども蒸し返すようで申し訳ないんですが、保守性と

いうものをきちんと考えるのであればタンクの増設に関しても技術的なこと

だけではなくて、現実的にそれが可能なのかどうかと今正に松本さんおっし

ゃったことだと思うんですけども、現実的に可能なためには何が必要なのか

というのもきちんと判断すべきではないかと思うんですけどもその辺いかが

でしょうか。 

 

Ａ：(保安院)今回の評価につきましては我々はその技術面について評価を行っ

ております。 

 

Ｑ：今回技術的な面だけに絞った理由というのは何かあるのでしょうか。 
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Ａ：(保安院)絞った理由と言われてもあれですけども、保安院のミッションと

して科学的合理的な判断をしていくということでございまして、今回につき

ましては科学的といいますか技術的な面で評価をさせていただきましてその

評価をまとめて安全委員会の方にご報告をさせていただいたということでご

ざいます。 

 

Ｑ：科学的合理的のうちの科学的な部分というのは今分かったんですけども、

合理的な部分で実際にそのタンクの増設に何が必要かというのは考える必要

があるのではないかと思うんですけども。今回は科学的な方だけに絞ったと

いうことなんでしょうか。 

 

Ａ：(保安院)そのとおりでございます。今後も必要に応じて、増設していくと

いうふうに東京電力さんは正式に報告していただいておりますので、この方

針を守っていただきたいと思ってます。 

 

Ｑ：分かりました。安全委員会の加藤さんにちょっとお伺いしたいんですが、

保安院のそういった評価の方針というか、ベースになる部分というのは、安

全委員会の方ではどういうふうに考えていらっしゃったんでしょうか。何か

その議論の対象にはなったんでしょうか。 

 

Ａ：(原安委)今回の評価は、保安院の方で作られた中期的な安全確保の考え方

に照らして、東京電力の施設計画がどうなっているかというのを、経産省の

方で東電に対して法令に基づいて報告を出しなさいと出させて、それについ

て経産省として評価を行ったというものでありますから、そういう意味では、

ベースになっているのは最初、保安院で作った中期安全確保の考え方、それ

がベースになってると思います。それで、今日何度か出てきた、要は汚染水

をどうやって溜めるか、タンクの問題ですけれども、これについては委員会

後の記者会見で班目委員長が、今後三年くらい見通した場合、安全確保上、

何が一番重要になると、安全上のポイントは何になるかというふうに問われ

て、基本的には、止める、冷やす、閉じ込める、なんだけれども、そのうち

特に閉じ込めるがやはり、個人的には一番大きな課題だと思ってると。廃液

については一年間は大丈夫という言い方をしてるけれども、早急に見通しが

立つような対策が必要だというふうに述べております。 

 

Ｑ：ありがとうございます。そういったものは、保安院の方は早急な見通しと
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いうのは、今後どういう形で考えていくというのは、現状では何かあります

でしょうか。 

 

Ａ：(保安院)いえ、今初めて聞きましたので、正式に後でお伺いをしたいと思

います。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

Ａ：(文科省)文部科学省です。3 月 17、18 日前後の環境モニタリングについて

の原子力安全委員会とのやり取りですが、詳細の背景までは承知しておりま

せんが、今、手元にあります資料を見ると、ポイント 31、32、33 を念のため

複数の機関で測定することと、原子力安全委員会の方からご質問いただいて

いるようでございます。それに対する回答はないようでございますけれども、

多分、想像すると、この地点で高い線量が観測されたことに対して、その信

頼性をチェックするという意味であったかと思います。なお、複数の機関で

はありませんけれども、幾つかの線量の高いところについては、いわゆるモ

ニタリングカーによるサーベイに加えまして、積算線量計を置くなど、別の

手法で、その線量の状況については、その後も把握しておりますので、そう

いった代替も含めて、更なる原子力安全委員会の方からのリクエストという

ものはなかったのかなというふうに、ここはすみません、若干想像も入って

おりますけれども、そういうようなことではないかと思います。 

 

Ｑ：この 17、18 日に掛けての安全委員会の FAX と、そのあとにも関連で何度か

出てますけれども、ポイントはその地点にまず住民がまだ残っているのかど

うかと、そこから避難する必要があるのかどうか、その後保安院の方から福

島県に確認したところ全員避難しているという誤った情報が出てますけれど

も、その前提になる部分としてモニタリングでどういった状況かというのを

確認する意味があったと思うんですね。にも関わらず、最終的な結論が出な

いままに、なぜその放置されたのかというのはちょっと分からないので、こ

れは確認いただけますでしょうか。 

 

Ａ：(文科省)できるだけ確認させていただきますけれども、その当該地域にお

ける線量のデータについては、15 日深夜に測って、16 日以降、毎日定期的に

発表させていただいているところです。 

 

Ｑ：分かりました。要するに地点が、数が少ないので、複数機関による測定と
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いうのが必要なのではではないかと、そういう趣旨だと思うんですけれども。

いずれにしろすみません、確認もしできたらお願いします。 

 

Ａ：(支援 T)支援チームでございます。特定避難勧奨地点についてのご質問がご

ざいました。どういう要望なのか、要望についてというご質問がございまし

たが、その要望というものがどういうものなのかというのは、私も今、ちょ

っと分かりませんので、分かりません。ただ特定避難勧奨地点の設定につき

ましては、現地対策本部が、県、市町村と協議をしながら決めているという

ところでございます。以上です。 

 

Ｑ：分かりました。南相馬に関しては、協議はあったんでしょうかね、その有

無は分かりますか。 

 

Ａ：(支援 T)はい、市と協議をしながら設定をしているところでございます。 

 

Ｑ：一つ確認なんですが、福島市とは、そういった協議というのは、現状され

てますでしょうか。 

 

Ａ：(支援 T)はい、しております。 

 

Ｑ：その内容というのは、どこかで見られたりするものなんでしょうか。 

 

Ａ：(支援 T)例えばホームページに、何かを書いてるということはなかったので

はないかと思います。 

 

Ｑ：議事録みたいなものは、じゃあ出ていないわけですか。 

 

Ａ：(支援 T)特段ないと思います。 

 

Ｑ：公表されるお考えというのは。 

 

Ａ：(支援 T)いや、特段そういうものは、私は存じておりません。 

 

Ｑ：いや、要するに、住んでいる方が、今一番気になっている、関心のあるこ

とだと思うんですけれども、そういったことをきちんと公開の場で、ある意

味後から、今現在、関心のある方含めて、後から検証できるようにも含めて、
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きちんと公開の場でやるなりですね、議事録を出すなりすべきではないかと

思うんですけれども。 

 

Ａ：(支援 T)この設定にあたりましては、先ほど申し上げましたが、県、市と協

議をしているわけでございますけれども、そしてその結果は、先ほどの福島

市の件につきましてもそうですが、地元でも説明会を開催をして、説明をし

ているところでございます。 

 

Ｑ：地元の説明会 5 時間掛けて、ほとんど結論が出ないままに、住民の方から

かなり怒声が出ていたと思うんですけれども、そういうことにならないよう

に、議事の過程というのを公にすべきではないかと思うんですけれども、そ

れはされないですか、今後も。 

 

Ａ：(支援 T)先ほど申し上げましたが協議をして、その結果について説明会を開

催をさせていただいているところであります。 

 

Ｑ：いえ、あの。 

 

Ａ：(支援 T)今後とも、効果的にどのような形で情報、これを公開するのか等々、

これは引き続き検討していきたいと考えます。 

 

Ｑ：いえ、私の質問はですね、今後検討されるのも結構なんですけれども、今、

現在進んでいる協議に関して、公にはされないですかということなんですが。

出来るか出来ないかでお答えいただけると有り難いんですが。 

 

Ａ：(支援 T)その方針につきましては、説明会でもお答えをさせていただきまし

たし、ご説明をさせていただいたところでございます。 

 

 

Ｑ：いえ、議事の過程に関してです。 

 

Ａ：(支援 T)過程というものは、説明会でお話しをした内容そのものでございま

す。今、それ以上のものがあるかというと、ちょっとそこは分かりません。

繰り返しになりますが、どのような形で効果的にお知らせをするのか、引き

続き検討をしていきたいと思います。 
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Ｑ：分かりました。 

 

○司会 

 東京電力から補足説明がございます。 

 

Ａ：(東電)保安院さんからご指示がございました、福島第一原子力発電所の施

設運営計画の評価結果に基づく保安規定の変更に関する指示文書を受領した

旨のプレス文を出口の所に置いてございますので、お帰りの際にお持ちいた

だければと思います。以上です。 

 

○司会 

 よろしいでしょうか。それでは以上で本日の会見を終わりにさせていただき

たいと思います。なお次回でございますが、改めてメールにてご案内をさせ

ていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。 

 

 


